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行政常任委員会 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日 （ 火 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○村田委員長   おはようございます。  

 ただいまより行政常任委員会を開催いたします。  

 本日は税務課からお願いをするところでございますけれども、三鬼和昭委員と内

山左和子委員が所用のため、欠席をしております。  

 それでは、税務課、説明のほうに入ってください。  

○仲税務課長   おはようございます。税務課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第５１号、令和３年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てのうち、税務課所管部分について、決算書、あるいは税務課資料等に基づき御説

明させていただきます。  

 まず、一般会計の歳入であります。決算書の１６、１７ページを御覧ください。  

 １款市税を御覧ください。１款市税は、予算現額１９億２ ,８４５万９ ,０００円

に対して、調定額２０億６ ,２１８万９ ,２０８円、収入済額１９億７ ,５６３万６ ,

５４０円であります。不納欠損額は４５６万２ ,６７４円、収入未済額は８ ,１９９

万２１円であります。  

 委員会資料の１３ページを御覧ください。  

 通知します。  

 令和３年度、市税の不納欠損額調書でございます。この表は、縦の欄が市税の各

税目別、横の欄は、地方税法の規定による理由別をそれぞれ不納欠損の件数、金額

を記入したものでございます。  

 なお、不納欠損理由に関する地方税法の規定につきましては、この資料の１６ペ

ージのほうに添付しておりますので、併せて御覧いただければ幸いです。この調書

の右下の合計の欄を御覧ください。  

 令和３年度は８１件、４０名分、４５６万２ ,６４７円の欠損を行いました。ち

なみに前年度、令和２年度の不納欠損は８３件、４９名、２５２万４ ,５８３円で

ありますので、令和３年度の不納欠損は、前年度に比べ、案件そのものは２件減少

しましたが、金額としましては、約２０３万８ ,０００円ほど増加しました。増加

の内訳としましては、時効完成によるものが、件数は昨年度の５２件から３７件と
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１５件減ったんですが、金額では逆に２６７万４ ,１４５円ということで、約９０

万円以上増加しました。  

 その隣の執行停止後３年を経過したものが件数で１１件増加しましたが、金額と

しては５万１ ,０７９円の増にとどまったこと、執行停止後、直ちに欠損処分とな

る解散法人によるものが４件から１件に減少して４４万６ ,３０６円の減少、換価

不足によるものが昨年の１件から２件に増え、２０万８ ,７０２円の増加、死亡に

よるものの件数が６件から１１件に増え、金額で４５万９ ,５９０円増加したこと

が主な内容となっております。不納欠損につきましては、どうしても個々の滞納案

件の内容、そして、金額、それが一件一件異なりますことから、欠損金額について

は年度によって大きく上下しますことを御理解いただきたいと思います。  

 税務課としましては、税負担の公平性を確保する観点からも安易な不納欠損には

陥らないよう、通常から滞納者に対し速やかな納税相談、指導、時には納付制約な

どを取ることによって早期納付を促し、さらには財産調査、差押え等の滞納処分を

通じ、積極的に徴収対策を実施しておりますが、その結果として、御覧のとおり、

それぞれの理由によりやむを得ず不納欠損とした、そういったケースが全てでござ

います。  

 次に、委員会資料の１ページを御覧ください。  

 通知します。  

 この資料は、令和３年度市税の決算概要として、市税の調定額、収入済額など、

前年度との比較を中心に取りまとめた資料であります。  

 まず、表の１、調定額を御覧ください。  

 御覧のとおり、令和３年度の調定額は、前年度と比べ、市民税は増減率１ .６％

の増加、軽自動車税が２ .５％の増加、それ以外の税目は全て減額となりました。  

 合計覧を御覧ください。  

 令和３年度の市税合計調定額は、令和２年度と比較し４ ,４４４万５ ,１１９円、

約２ .１％の減少となりました。  

 次に、表の２、収入済額を御覧ください。  

 こちらも合計覧を御覧ください。  

 令和３年度市税収入済額は、前年度に比べ２ ,１１３万９ ,２１０円、約１ .１％

減少いたしました。  

 次に、表の３、収納率を御覧ください。  

 市税のうち、収納率１００％の市たばこ税と軽自動車税を除き、全て微増となり



－３－ 

ました。  

 合計の欄を御覧ください。  

 令和３年度市税全体の収納率は９５ .８％で、前年度の９４ .８％と比較して、約

１ポイントの上昇となりました。最も上昇率の高かった市民税２ .１ポイントの上

昇の理由といたしましては、個人市民税の収入済額が増加した、さらには、令和２

年度における徴収猶予の特例により、令和３年度へ繰越しとなった法人市民税の最

終調定額約１ ,３６５万円につきましては、その納付が約１ ,３４７万円、９８ .

７％となったこと、そして、法人市民税現年度課税分の収納率が令和２年度の８６ .

１％から９９ .９％へ回復したということで、結果的には現年度分、滞納繰越分、

合わせて法人市民税の収入済額が増加、約３ ,０４２万円増加したことが収納率上

昇の最大の要因となりました。  

 また、固定資産税、都市計画税につきましては、収入済額が減少したものの、同

じく徴収猶予による繰越額を収納したことにより、収納率は僅かに上昇、０ .２

５％した形となりました。  

 ここで、資料１７ページのほうを御覧ください。  

 上段の表、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予特例分の収納状況につい

ての一番最下段に書いております実申請者数の欄の右二つの確定調定額及び令和３

年度末収入済額を御覧ください。  

 令和２年度の徴収猶予による令和３年度への繰越分の市税全体の確定調定額は１ ,

６７８万６ ,４９９円で、そのうちの８９ .９％の１ ,５０９万６ ,３００円を令和３

年度中に収納いたしました。  

 それでは、ここで市税の収納状況及び収納率関連の詳細につきまして、課長補佐

兼収納係長の畑名より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

○畑名税務課長補佐兼係長   それでは、委員会資料の１１ページを御覧ください。  

 令和３年度の三重地方税管理回収機構への移管部分を除く本市自庁による差押え

実績であります。  

 上から４段目の計を御覧ください。  

 御覧のとおり、預金等の差押えを９７件執行し、３７５万５ ,２１４円を徴収し

ております。  

 参考として最下段に記載しましたが、昨年度の実績１５０件、４７８万５９８円

と比べると、件数で５３件、徴収額で１２０万７３３円減少しております。ただし、

左から２枠目を御覧いただきますとおり、差押え事前通知１５２件に対し、９７件
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の差押え執行となったわけでありまして、昨年度の事前通知１７５件、実際の差押

え１５０件と比較して、より多くの滞納者が事前通知後に納税相談の交渉に応じ、

納付制約等の締結、あるいは一部、または全額納付に至った件数が昨年より多かっ

たということを示しております。  

 次に、委員会資料１２ページを御覧ください。  

 上段の表は、平成２７年度から市税の収納率の推移を表しております。令和３年

度の収納率は９５ .８％で、コロナ禍の影響で令和２年度に実施した徴収猶予分の

収納等により、令和２年度の９４ .８％と比べて約１％上昇しました。ちなみに昨

年の第３回定例会の決算報告時に説明いたしました徴収猶予分を仮に除いた場合の

収納率が９５ .８％でしたので、それと比較してもほぼ同様の収納率となりました。

なお、先ほどの資料１７ページには、令和２年度及び令和３年度における徴収猶予

分を除いた収納率を掲載しておりますので、後ほど御参照ください。  

 繰り返しとなりますが、徴収猶予特例分の収納率は８９ .９％にとどまり、滞納

繰越分の収納率の引上げにはなりましたが、全体の収納率に対しては低下の要因と

なっております。そのような中で、市税全体の収納率を引き上げた最大の要因は、

市民税の好調であります。市民全体の調定額そのものは約４ ,４４４万円減少して

いる中で、法人市民税の収入済額が３ ,０４２万円増加するとともに、収納率も１

３ .８ポイント上昇し、現年度分においては、収納率が９９ .９％にまで回復したこ

とで、市民税全体の収納率を約２ .１ポイント上昇させたことが主な要因です。  

 税務課といたしましては、コロナ禍に配慮しつつも、適正かつ積極的な滞納処分

の実施や回収機構の活用など、滞納整理に対し、引き続き真摯に取り組んでまいり

たいと考えております。  

 次に、資料下段の表を御覧ください。  

 こちらは、市税の収入未済額の推移を表しております。収入済額とは、決算にお

いて徴収できず、翌年に繰り越された額、市税の滞納繰越額であります。滞納整理

が進捗すればするほどこの金額は少なくなりますが、先ほど申し上げたとおり、令

和２年度の徴収猶予分の約８９ .９％の収納や法人市民税、収入済額、収納率の上

昇により、令和３年度収入済額は８ ,１９９万２１円で、前年度の１億７３３万３ ,

９９４円と比べ２ ,５３４万３ ,９７３円と大幅に減少いたしました。ただし、御覧

のとおり、平成２８年度、２９年度の８ ,０００万円を切る水準には至っておらず、

税務課といたしましては、徴収対策を徹底し、収入済額の縮小を目指してまいりた

いと考えております。コロナ禍がなかなか終息しない状況が続く中、景気の動向は
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依然予断を許さない状況であります。今後の市税収納状況の予測といたしましては、

これまで収納率の維持向上を目指し取り組んでおりますが、課税人口の減少に伴う

市民税調定額の減少や地価下落に伴う固定資産税、都市計画税の調定額の減少によ

る税収そのものにつきましては、引き続き減少傾向にあり、依然と大変厳しい状況

であると考えております。  

 説明は以上です。  

○仲税務課長   それでは、委員会資料の１ページのほうへお戻りください。  

 下段の市税決算状況の本文を御覧ください。  

 令和３年度の市税調定額並びに収入済額は、前年度と比べ、市民税と軽自動車税

が増加したものの、ほかの全てにおいて減少し、市税合計の調定額は約４ ,４４４

万円の、率にしますと２ .１％減少いたしました。  

 また、収入済額は２ ,１１４万円、率にして約１ .１％の減少となりました。市民

税調定額が増加した主な理由といたしましては、現年度個人市民税における所得割

と現年度法人市民税における法人税割の増加額が個人市民税、法人市民税それぞれ

納税義務者減少に伴う均等割の減少額を上回ったこと、また、収入済額の増加は、

全体的な調定額の増加１ .６％に加え、収納率が比較的好調であったこと、さらに

滞納分繰越分におきましては、令和２年度の徴収猶予の特例で、令和３年度へ繰越

しとなった調定額に対し、その大半を令和３年度中に収納したことなどによるもの

であります。  

 軽自動車税につきましては、総所有台数は減少しましたが、平成２８年度税制改

正による新税率及び重課税の適用台数が増えたことによる増加、令和元年度より設

けられた環境性能割の導入等により、調定額及び収入済額がともに令和２年度を上

回る結果となりました。  

 一方、固定資産税及び都市計画税につきましては、３年に１度の評価替えによる

調定額の減少が大きく反映し、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の特例

措置による減少も加わり、調定額、収入済額がともに前年度を下回りました。  

 収納率につきましては、先ほどより説明させていただいておりますとおり、徴収

猶予の特例分が納入されたことの影響などにより、前年度と比べ、市民税で約２ .

１ポイント、市税全体で約１ .０ポイント上昇する結果となりました。  

 次に、委員会資料の２ページを御覧ください。  

 中段の表の４、市税収入済額及び構成比を御覧ください。  

 市税のうち最も構成比率の高いものは市民税で約４４ .３％、次に固定資産税で
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３９ .２％となっています。昨年度の徴収猶予分収納の割合が市民税のほうが多か

ったことや、固定資産税の減収等の影響により、市民税と固定資産税の収入済額の

差が昨年度より大きくなっております。なお、これらの二つの税に都市計画税を合

わせますと、市税全体の約８９ .９％、約９割を占めており、この構成比について

は、従前よりほぼ同様となっております。  

 次に、委員会資料の３ページを御覧ください。  

 表５、市税収入済額の推移を御覧ください。  

 これは、過去５年間の市税収入済額の推移を表にしたものであります。税目別に

各年度の収入済額と前年比を記載しております。表の一番右、オレンジ色の部分に

は、参考に令和２年度収入済額と５年前の平成２８年度の収入済額との比較をして

おります。  

 左下のグラフを御覧ください。  

 御覧のとおり、市税収入は平成２８年度と比較し、平成３０年度までは徐々に減

少し、市内大型事業所の撤退により償却資産が激減した令和元年度においてやや大

幅に減少しております。令和３年度と５年前の平成２８年度との比較では、約２億

８ ,０５４万、率にしまして約１２ .４％減少しております。  

 先ほど補佐の説明にありましたとおり、本地域の経済状況の悪化、地価下落、就

労人口の減少等により、市税収入は引き続き減少傾向にあり、大変厳しい状況であ

ると考えられます。  

 次に、資料４ページを御覧ください。  

 こちらは、過去５年間の市税収入金額の税目別の推移をグラフと表にしたもので

あります。グラフ表示幅が１円から１２億円とちょっと大きいため、変動が見づら

いところでございますが、平成３０年度、令和元年度の固定資産税の落ち込みが最

も大きく、平成３０年度には市民税と構成比の順位が入れ替わり、令和２年度にお

いて差が一旦縮まりましたが、令和３年度には、その差が再び広がっております。  

 資料の５ページを御覧ください。  

 令和３年度の市税のより詳細な収納実績表を掲載しております。  

 表右の最も下の部分には、市税全体の収納率の３年間の推移、調定額の前年度と

の比較を載せております。こちらの資料は、後ほど御参照いただければ幸いかと思

います。  

 決算書の１６、１７ページを御覧ください。  

 こちらは、税目別のさらに詳細な市税の決算内容でありますけれども、先ほどの
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資料説明と重複いたしますので、説明は割愛させてもらってよろしいでしょうか。  

○村田委員長   はい。  

○仲税務課長   それでは、続きまして、決算書の２０ページのほうを御覧くださ

い。  

 決算書の２０ページから２７ページにつきましては、市税算定の基礎としまして、

税目別の基礎数値、税額を参考に記載しておりますので、こちらのほうも後ほど御

参照をお願いいたします。ちなみに、２１ページの先頭には、市民税の納税義務者

数を記載しておりますが、令和２年度と比べ、個人市民税で３４人、法人市民税で

２１人、合計で５５人の納税義務者数が減少しております。  

 それでは、引き続き、税務課に係る歳入のうち、主なものについて説明いたしま

す。  

 決算書３８、３９ページを御覧ください。  

 ３８ページ最下段の１３款使用料及び手数料、２項手数料、１目総務手数料、収

入済額６９２万８ ,４５０円のうち税務課に係る分としましては、次ページ、４１

ページ右側の備考欄の上から５段目に記載の税務証明手数料５５万４ ,０００円で

あります。  

 飛びまして、決算書の６２、６３ページを御覧ください。  

 １５款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金のうち税務課に係る部分は、２

節徴税費委託金で、予算現額２ ,４０８万１ ,０００円に対して、調定額及び収入済

額は同額の２ ,４９６万８ ,１５７円であります。この交付金は、県民税の徴収取扱

経費に係る県からの交付金であります。  

 決算書７２、７３ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目１節延滞金は、予算現額３４

０万円に対して、調定額及び収入済額は同額の５５９万５３０円であります。これ

は市税の延滞金であります。  

 ７４、７５ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、５項１目雑入、１節滞納処分費２０万１ ,０００は、市税滞納処

分を行うとき必要となる各種手数料などの費用について、市が支払った分に対する

弁済収入があった場合を想定して費目設定しておりますが、令和３年度は実績がご

ざいませんでした。  

 次の２節総務費雑入のうち、税務課に係る分につきましては、備考欄、上から九

つ目のコピー使用料１万１８０円、その下の納付書等共同印刷負担金１４３万２ ,
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８０５円で、この納付書等共同印刷負担金につきましては、国民健康保険税及び後

期高齢者医療保険料の納付書につきましては、市税の納付書の印刷と併せて契約し

ていることから、それぞれの特別会計から一般会計へ応分の負担をするものであり

ます。  

 税務課に係る主な歳入の説明は以上であります。  

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。  

 決算書の１４０、１４１ページの下段を御覧ください。  

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費につきましては、予算現額１億８４３

万６ ,０００円に対し、支出済額が１億４１９万８ ,２９０円、不用額４２３万７ ,

７１０円であります。この予算科目は市税の賦課業務に係る事務的経費であります。

内訳は、課税係長の苫谷より説明させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。  

○苫谷税務課係長   それでは、税務総務費の内訳を御説明いたします。  

 １節報酬から８節旅費の人件費等につきましては総務課説明分でありますので割

愛させていただき、主なもののみ簡潔に御説明いたします。  

 決算書、次ページ、１４２、１４３ページを御覧ください。  

 １０節需用費の支出済額は２２２万２ ,１８９円で、内訳は、事務用消耗品費や

納税通知書等の封筒及び同封する市県民税特別徴収のしおりなどの印刷製本費であ

ります。  

 次に、１１節役務費の支出済額は２１４万９ ,４４１円で、主なものは、納税通

知書等の発送に係る通信運搬費であります。  

 １２節委託料の支出済額は１ ,０３５万９ ,０７３円で、市税の賦課業務関連の業

務委託料であります。内訳は、次ページ、１４５ページ上段までの備考欄に記載の

とおり、現況地番図・家屋図移動修正等業務委託など六つの業務委託料を支出して

おります。令和２年度と比較して委託料が大幅に減少した理由といたしましては、

令和２年度において実施いたしました山林地域地番参考図整備業務委託が同年度内

に事業が完了いたしましたため、その分の減少が主な要因でございます。  

 また、不用額１４８万７ ,９２７円につきましては、各業務委託における入札差

金及び単価契約によるものにおいて、実績が予定量を下回ったことによる差金であ

ります。  

 １３節使用料及び賃借料の支出済額は２２８万３ ,０５０円で、主なものは備考

欄２、３、４段目に記載の地方税電子申告審査システム等ＡＳＰサービス利用料の
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２１３万９ ,７２０円であります。  

 次に、１８節負担金、補助及び交付金の支出済額は７７万１ ,１５３円で、市税

の賦課業務に関連して必要な各種協議会の会費等であります。内容は、１４７ペー

ジ中段にかけての備考欄に記載のとおり、三重県軽自動車税等事務共同処理協議会

分担金など、七つの負担金、会費等を支出しております。  

 決算書、１４７ページ中段を御覧ください。  

 ２２節償還金、利子及び割引料の支出済額は６８１万１ ,５３７円で、これは全

て市税の過年度還付及び還付加算金であります。また、不用額１１８万８ ,４６３

円につきましては、当初予算といたしましては過去の実績を基に計上しておりまし

たが、最終的な還付金額が見込みを下回ったため不用となったものであります。還

付金額の見込みにつきましては、正確な見込みを立てにくいところがあるため、例

年、ある程度の余裕を持って予算を執行させていただいておりますので、御理解い

ただきたいと思います。  

 税務総務費の説明は以上であります。  

○仲税務課長   続きまして、２目賦課徴収費であります。  

 賦課徴収費は、予算現額５７７万３ ,０００円に対し、支出済額が５０８万２ ,４

１１円で、不用額６９万５８９円であります。この予算還付は、市税の徴収業務に

係る事務経費であります。内訳につきましては、課長補佐兼収納係長の畑名より説

明いたさせます。  

○畑名税務課長補佐兼係長   それでは、賦課徴収費の内訳について御説明申し上

げます。  

 まず、１節報酬の支出済額１万９ ,８００円は、昨年１０月２７日に開催された

固定資産評価審査委員会の委員３名に対する報酬であります。  

 次の旅費につきましては、預金の差押え、現地調査、市外徴収時の普通旅費にお

いて必要なものとして４万１ ,０００円の計上しておりましたが、令和３年度にお

いても、コロナウイルスに伴う外出自粛等の影響により長距離出張を控えたため、

昨年度に続き予算の支出がございませんでした。  

 １０節需用費の支出済額は９０万５ ,１９３円で、内訳の主なものといたしまし

ては、督促状兼納付書等の印刷製本費であります。  

 １１節役務費の支出済額は１４４万４ ,７７３円で、主なものは督促状等の送付

等に係る通信運搬費でございます。  

 次のページを御覧ください。  
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 １４９ページに移っていただき、最上段ですけれども、１８節負担金、補助金及

び交付金の支出済額は２７１万２ ,６４５円で、主なものは、備考欄の三重地方税

管理回収機構負担金の２６９万２ ,０００円であります。  

 ここで、三重地方税管理回収機構の収納実績について補足説明をさせていただき

ます。  

 委員会資料の１０ページを御覧ください。  

 これは、三重地方税管理回収機構実績の表であります。移管金額及び納付金額と

もに、それぞれの案件の性質上、年度ごとに増減がありますが、納付金額の特に多

い年度は、不動産購買の実施によるものが大きな要因となっております。下段の棒

グラフは納付金額の推移です。令和３年度移管分は、一見、落ち込んでいるように

見えますが、令和３年度移管分についても現在も三重地方税管理回収機構で処理中

であり、実際の徴収額の確定は来年４月末となり、この数字を大幅に上回る見込み

となっております。三重地方税管理回収機構への移管は、処理困難案件の徴収はも

ちろん、移管予告を行った際に納付に至るケースも多いことから、滞納抑止効果に

も役に立っております。また、職員派遣による税務課全体へのスキルアップにもつ

ながっており、引き続き回収機構を活用してまいりたいと考えております。  

 賦課徴収費の説明は以上であります。  

○仲税務課長   税務課に係る歳出の説明は以上でございます。  

 続きまして、財産調書の税務課該当分について御説明いたします。  

 決算書の４２８、４２９ページを御覧ください。  

 下段の表、３、債権を御覧ください。  

 表の２段目、市民税特別徴収翌年度徴収金につきましては、前年度末現在高８ ,

５６８万９ ,６００円、決算年度中増減額マイナス１２２万９ ,０００円、決算年度

末現在額８ ,４４６万６００円であります。  

 この市民税特別徴収翌年度徴収金につきましては、市県民税の給与特別徴収の時

期につきまして当該年度の６月から翌年度の５月までの１２回納期でありますので、

自治体の会計年度区分の関係から、翌年度の４月、５月分につきましては翌年度の

歳入として区分されるため、決算書財産調書において、その分を債権として表示す

るものでございます。  

 一般会計歳入歳出決算の税務課所管部分の説明は以上であります。よろしく御審

議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。  

○村田委員長   税務課からの説明は以上のとおりでございますけれども、ただい
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まの説明につきまして、御質疑ございましたら御発言願いたいと思います。  

○仲委員   決算書の１６、１７、市税の部分ですけど、市税については、資料で

総体的に詳しく説明をいただいたんですけど、資料の１ページでは、決算概況で市

民税調定額が増加した主な要因としては、現年度における所得割個人、法人税割法

人の増加が納税義務者の減少に伴う均等割の減少を上回ったということが最大の原

因だと思うんですけど、次のページの資料の市税収入済額の推移で、市民税が個人、

法人に分かれていまして、個人については、若干、１００万程度上がっておると。

対前年度比が１０３、法人が対前年比が１２５ .０と、説明の中で、コロナウイル

スによる収納猶予特例分、法人市民税で１ ,３６０万が含まれておるという意味で、

それを差し引いたとしても法人税が上がっておるという中で、逆に個人については

下がるのかなと思っておったんやけど、下がっていないと。３年度の決算において、

コロナ感染症の影響というのは、尾鷲市のほうはどういうふうに考えていますか。  

○仲税務課長   令和２年度におきましては、如実に反映したんですが、令和３年

度においては、先ほど言われたように法人税なり、固定資産税、全てよかったと。

そういう中で、個人の均等割も減ったんですが、所得割のほうが大きく増加したと

いうことは、個人収入のほうの令和２年度と比較しますと増加したのではないかと

いうふうに考えております。  

○仲委員   その説明は前回と同じなんですけど、いわゆるコロナ感染症において、

個人の所得については、給料とか、個人の経営者もあるんですけど、ほとんど影響

がなかったと。もう一つは、法人税については増加しているわけですから、尾鷲独

自の要因というのは多分ないと思うんやけど、影響はなかったかどうか、そこらを

僕らは分からんもんで、感じ取ることがあれば教えてください。  

○仲税務課長   なかなかそこら辺の分析は難しいんですけれども、報道とかを見

ておりましても、特定の業種において好調であったんではなかろうか。例えば巣籠

もり需要に関係するところとか、あと、旅客事業とか、一旦落ち込んでいたものが

ある程度、コロナが緩和した時期によい影響があったんではなかろうかというふう

に考えております。  

○村田委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

○南委員   今の資料の３ページなんですけれども、参考までに教えていただきた

いんですけれども、先ほどの説明の中で、令和元年度の固定資産税は１億１ ,００

０万ぐらい落ち込んでいるということで説明いただいたんですけれども、できたら
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中身について、過去のことなんですけれども、参考までに教えていただければと思

います。  

○仲税務課長   固定資産税と都市計画税も同じように減少したわけなんですけれ

ども、土地に関しましては、地価が下落した評価替えによる課税標準額の減少が主

な要因で、例えば価格低下によって、免税点以下の家屋が増えましたり、あと、賦

課面積についても若干減少しております。約１億１ ,１３２万４ ,９１８円の調定額

の減少でございました。家屋に関しましては、家屋の減失による減少、課税面積も

若干減少が要因となり、４ ,０７５万８ ,１９２円減少したと。都市計画税には関係

ないんですけれども、償却資産の増加というのが逆にございました。それは、課税

対象の増減の末、結果的に償却資産が増えた。それに関しては１６２万５ ,７１０

円と微々たるというか、少ない増加でありましたけれども、それらの要因が相まっ

て都市計画税、固定資産税が減少したということになっております。  

○南委員   ちょっとよく分からなかったんですけれども、例えば令和３年度も固

定資産税が約３ ,５００万ぐらい落ち込んでいますよね。そういった令和元年度の

落ち込みと似通った考え方で続くんですか、この３ ,５００万の落ち込みは。  

○仲税務課長   令和元年度におきましては、大型事業所の償却資産税が最後とい

いますか、一番大きく減った要因もございまして、今回の場合は、主な要因としま

しては地価下落というふうになろうかと思います。  

○南委員   分かりました。  

○村田委員長   他にございませんか。  

 よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、これで税務課の審査を終わります。  

 ここで１０分間、休憩します。  

（休憩  午前１０時４０分）  

 

（再開  午前１０時４９分）  

○村田委員長   再開をいたします。  

 それでは、市民サービス課、説明をお願いいたします。  

○湯浅市民サービス課長   市民サービス課でございます。よろしくお願いします。  

 市民課につきましては、議案第５１号から５３号まで３議案ございますが、通し

て行かせていただきます。  
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○村田委員長   通してやってください。  

○湯浅市民サービス課長   それでは、議案第５１号、令和３年度尾鷲市一般会計

歳入歳出決算の認定についてのうち、市民サービス課に係るものにつきまして御説

明申し上げます。  

 決算書１２２ページ、１２３ページを御覧ください。  

 ２款総務費、１項総務管理費、６目交通安全対策費につきましては、予算現額３

５２万９ ,０００円に対しまして、支出済額３４３万５ ,４１０円、不用額は９万３ ,

５９０円でございます。主な支出内容としましては、１４節工事請負費の支出総額

１８６万２ ,３００円は、交通安全設備の整備として、道路の路側帯から転落の危

険性のあった箇所について、歩行者等の安全を確保することを目的にガードレール

延長２５メーターを設置したものでございます。  

 交通安全対策費は、交通安全対策特別交付金１５２万１ ,０００円を活用した交

通安全設備の整備事業とともに、２回の交通安全教室の実施や１１回の早朝街頭指

導など、交通安全の啓発活動を実施いたしました。  

 次のページを御覧ください。  

 続きまして、７目センター費でございます。予算現額４ ,０３７万５ ,０００円に

対しまして、支出済額が４ ,００８万８４０円、不用額が２９万４ ,１６０円でござ

います。支出の内容につきましては、各センターに係る事務的な消耗品、切手代、

センター職員の車の借り上げ等でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 ９目生活相談費でございます。予算現額４４６万５ ,０００円に対しまして、支

出済額が４２５万５ ,７９１円、不用額が２０万９ ,２０９円でございます。主な支

出内容としましては、７節報償費の支出済額６３万円は、無料法律相談のための弁

護士２名に対する報償費でございます。昨年度実施いたしました弁護士相談、司法

書士相談、行政相談及び人権相談において、合計７４名の方に御利用いただきまし

た。１２節委託料の支出済額３５８万６ ,０００円につきましては、市内全域を対

象として、空き家の実態を把握するために実施いたしました空き家等実態調査に係

る業務委託料でございます。当該の調査業務は、国土交通省の空き家等対策総合支

援事業補助金により事業費の２分の１、１７９万３ ,０００円を交付され、実施し

ております。  

 次のページを御覧ください。  

 続きまして、１１目人権啓発推進費でございます。予算現額４７万５ ,０００円
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に対しまして、支出済額が４７万２ ,０３８円、不用額が２ ,９６２円でございます。

人権擁護委員による街頭啓発活動などを実施していただきました。  

 １３４ページ、１３５ページを御覧ください。  

 １３目コミュニティーセンター費でございます。予算現額３ ,９５３万円に対し

まして、支出済額が３ ,５８９万４ ,２０４円、不用額が３６３万５ ,７９６円でご

ざいます。不用額が３６３万５ ,７９６円となった理由といたしましては、集落支

援員の途中退任があり、その後、当該地区内で公募を行いましたが、応募がなかっ

たことから、その期間の報償費の支出がなかったこと、また、コロナ禍の影響によ

り、コミュニティーセンターの利用件数が減少したことに伴い、光熱水費の執行額

が予想額を下回ったことによるものでございます。  

 各節の主な支出内容としましては、１節報酬５１万４ ,８００円は、コミュニテ

ィーセンターの運営委員の報酬でございます。  

 ７節報償費７１７万７ ,４００円は、集落支援員に対する報償費が５６７万２ ,４

００円、コミュニティーセンターで実施しております講座の講師謝礼が１５０万５ ,

０００円でございます。昨年度行いました講座につきましては、回数としては５７

８回、３ ,９４１名の方に御参加いただいております。  

 １０節需用費６５８万８ ,６４２円の主なものは、各コミュニティーセンターの

光熱水費５０９万６１５円でございます。  

 １１節役務費２６８万７ ,６６２円の主なものは、各コミュニティーセンターの

浄化槽保守点検手数料１５７万７ ,４００円でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 １３節使用料及び賃借料１５５万２４２円の主なものは、三木浦漁村センター借

上料１００万円でございます。  

 １４節工事請負費９５８万６ ,５００円は、旧飛鳥幼稚園解体工事及び梶賀コミ

ュニティーセンター空調設備改修工事等でございます。  

 １７節備品購入費７５万９ ,０００円は、梶賀コミュニティーセンターの空調機

器及び九鬼、曽根コミュニティーセンターのＡＥＤ２台の購入費でございます。  

 １８節負担金、補助及び交付金６７２万８ ,２７８円の主なものは、一般コミュ

ニティ助成事業補助金６３０万円で、須賀利区、三木浦町内会、古江区が実施いた

しました音響機器町内放送設備のほか、コミュニティ活動備品の整備事業に対する

補助金でございます。  

 続きまして、１４目諸費でございます。予算現額９１４万３ ,０００円に対しま
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して、支出済額が８７６万２ ,９２２円、不用額が３８万７８円でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 主な支出内容といたしましては、１０節需用費６６６万６ ,０００円が市内各所

の防犯灯の電気代等の光熱水費５４７万４ ,６８４円、防犯灯の修繕料１１８万８ ,

８８０円でございます。  

 １４８ページ、１４９ページを御覧ください。  

 ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費でございます。予算現額６ ,

４６１万６ ,０００円に対しまして、支出済額が５ ,９３６万１ ,８５５円、繰越明

許費が３５７万円、不用額が１６８万４ ,１４５円でございます。本事業において

は、戸籍住民基本台帳など住民情報を管理しているもので、出生、死亡、婚姻など

戸籍に関する届出約１ ,２００件、転入転出など住民の移動に関する届出約１ ,３０

０件を処理しており、各種証明書類を約２万件発行するとともに、マイナンバーカ

ードに係る交付事務等を行っております。  

 市民サービス課に係る支出の主なものは、次のページを御覧ください。  

 １０節需用費９３万７ ,９８６円は、不正防止用紙等の印刷製本費６０万５ ,００

０円でございます。  

 １２節委託料５２１万８ ,９５０円は、戸籍システム保守業務委託料４４７万３ ,

１５０円、マイナンバー利用に伴う総合住民情報システム改修業務委託料６９万３ ,

０００円でございます。  

 １２節の委託料の繰越明許費３５７万円は、マイナンバーカードを活用した転出

転入手続の簡素化対応のための住民基本台帳のシステム改修費で、国の補助金の関

係で３年度に予算から繰り越して、４年度に改修を行うものでございます。  

 １３節使用料及び賃借料５ ,６８７万２ ,５０３円は、住民基本台帳ネットワーク

機器借上料１１３万３ ,０４６円、戸籍システム借上料４４２万２ ,０００円でござ

います。  

 １８節負担金、補助及び交付金５６９万３ ,７００円の主なものは、通知カー

ド・個人番号カード関連事務費負担金５６７万３ ,８００円でございます。  

 １８節負担金、補助及び交付金の不用額６７万８ ,３００円につきましては、通

知カード・個人番号カード関連事務負担金が見込みを下回ったためでございます。  

 １８２ページ、１８３ページを御覧ください。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、５目国民年金費でございます。予算現額５８３万

９ ,０００円に対しまして、支出済額が５８０万６ ,６５９円、不用額が３万２ ,３
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４１円でございます。支出の主なものは、人件費及び業務実施に係る消耗品１２万

６８６円、国民年金の税控除額改正に係るシステム改修業務委託料２９万７ ,００

０円などでございます。  

 １８６ページ、１８７ページを御覧ください。  

 ８目後期高齢者医療費でございます。予算現額４億３ ,８５３万３ ,０００円に対

しまして、支出済額が４億３ ,８５３万２ ,２６１円、不用額が７３９円でございま

す。このうち市民サービス課に係る分といたしましては、１８節負担金、補助及び

交付金２７０万３ ,０００円で、三重県後期高齢者医療広域連合に対する事務費負

担金でございます。  

 ２３４ページ、２３５ページを御覧ください。  

 ４款衛生費、３項環境衛生費、３目環境衛生費でございます。予算現額１１８万

９ ,０００円に対しまして、支出済額が８５万４ ,２９９円、不用額が３３万４ ,７

０１円でございます。支出の主なものといたしましては、１２節委託料５７万７ ,

６５０円で、うち巡回狂犬病予防接種委託料が５４万７ ,２００円でございます。

巡回狂犬病予防注射が１９２頭、注射済票の交付が７５１件でございました。  

 １８節負担金、補助及び交付金は猫避妊手術費等補助金１６万７ ,４００円で、

雄１９頭、雌３７頭の避妊手術実施に対し補助を行いました。  

 続きまして、４目斎場管理費でございます。予算現額２ ,５１９万４ ,０００円に

対しまして、支出済額が２ ,５１６万４ ,５７２円、不用額が２万９ ,４２８円でご

ざいます。  

 次のページを御覧ください。  

 支出の主なものは、１２節委託料１ ,４９０万２ ,０００円で、そのうち斎場指定

管理料が１ ,４５６万１ ,０００円でございます。  

 １４節工事請負費９７３万５ ,０００円は、火葬炉内の耐火物の積替えや燃焼ブ

ロアの交換など火葬炉補修及び改修関連工事でございます。  

 続きまして、５目墓地管理費でございます。予算現額２ ,４２９万２ ,０００円に

対しまして、支出済額が２ ,３６８万１ ,６４３円、不用額が６１万３５７円でござ

います。土地管理に係る費用及び墓地移転事業の事業費となっており、主な支出内

容といたしましては、１２節委託料２ ,２５６万３４０円は、折橋墓地移転に伴う

墓地造成調査・測量設計・積算業務委託料２ ,２０４万９ ,５００円が主なもので、

令和２年度から令和３年度までの２か年をかけて実施しております。その事業の令

和３年度分の支出でございます。  
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 議案第５１号の説明については以上でございます。  

○村田委員長   引き続いて行ってください。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、議案第５２号、令和３年度尾鷲市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。  

 歳入比較増減額５０万円以上につきましては、全て見込額との差額発生であり、

歳出不用額５０万円以上につきましても、同様に全て見込みを下回ったものによる

ものでございますので、個別の説明は割愛させていただきます。  

 令和３年度の決算の全体は、歳入の収入済額合計２３億２５９万３ ,３９１円に

対しまして、次のページを御覧ください。歳出の支出済額合計は２２億８ ,６０７

万４ ,８２８円で、次のページを御覧ください。歳入歳出差引額の形式収支は１ ,６

５１万８ ,５６３円の黒字となっております。  

 次に、個別の項目について御説明申し上げます。  

 ３７２ページ、３７３ページを御覧ください。  

 まず、歳入でございます。  

 １款国民健康保険税については、税務課より御説明申し上げます。  

○仲税務課長   それでは、決算書３６６、３６７ページ、国民健康保険税でござ

います。  

 １款国民健康保険税は、予算現額３億７ ,０９１万７ ,０００円に対しまして、調

定額４億６ ,６９８万４ ,４３１円、収入済額３億７ ,９９０万１ ,８１１円となりま

した。不納欠損額は１００万９ ,７５０円で、収入未済額は８ ,６０７万２ ,８７０

円であります。  

 税務課委員会資料の１４ページを通知いたします。  

 国民健康保険税の不納欠損額であります。  

 右下の合計欄を御覧ください。  

 ３１件、１１名分、１００万９ ,７５０円の不納欠損処分を行いました。  

 次に、税務課委員会資料の６ページを御覧ください。  

 令和３年度の国民健康保険税の決算概要として、前年度比較をまとめた資料であ

ります。  

 上段、表６の調定額を御覧ください。  

 最下段の合計額、緑のマーカー部分を御覧ください。令和３年度の国民健康保険

税の調定額は、前年度調定額と比較して１５０万１ ,９６６円減少をいたしました。

調定額の減少は、加入世帯数及び被保険者数の減少によるものが主な要因でありま
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す。  

 次に、表の７、収入済額を御覧ください。合計欄、緑のマーカー部分を御覧くだ

さい。令和３年度の国民健康保険税の収入済額は、前年度と比較して２万２ ,６６

１円減少しました。  

 次に表の８の収納率を御覧ください。  

 御覧のとおり、令和３年度の国民健康保険税の収納率は８１ .４７％と、前年度

より０ .２５％上昇いたしました。ちなみに、この収納率は県内１４市中第９位で、

昨年度の７位より順位を下げましたが、現年課税分の順位は９位と昨年度と変わら

ず、滞納繰越分においては８位と前年度より順位を一つ上げております。  

 税務課といたしましては、国保税算定にも影響のあることから、国保税収納率の

向上に引き続き力を入れてまいりたいと考えております。  

 資料の次ページ、７ページを御覧ください。  

 こちらには、より詳細な国民健康保険税収納実績表を掲載しております。こちら

のほうは後ほど御参照いただきたいと思います。  

 決算書にお戻りいただきまして、３７２、３７３ページを御覧ください。  

 国民健康保険税の内訳を申し上げます。  

 １款１項国民健康保険税、１目一般国民健康保険税につきましては、予算現額３

億７ ,０８０万５ ,０００円に対して、調定額４億６ ,６２８万４ ,４６８円、収入済

額３億７ ,９９０万１ ,８１１円、不納欠損額は１００万９ ,７５０円、収入未済額

は８ ,５３７万２ ,９０７円となりました。収入済額の節ごとの内訳につきましては、

１節医療給付費分現年課税から６節の介護納付金分滞納繰越分まで、それぞれ記載

のとおりとなっております。  

 次に、２目退職者国民健康保険税につきましては、予算現額１１万２ ,０００円

に対して、調定額６９万９ ,９６３円、収入済額、不納欠損額はなく、収入未済額

は、昨年度と同額の６９万９ ,９６３円であります。収入済額の節ごとの内訳につ

いては、最下段の１節医療給付金分現年課税分から、次の３７４、３７５ページの

６節介護納付金分滞納繰越分まで、それぞれ記載のとおりの金額内訳となっており

ます。  

 なお、退職者国民健康保険税につきましては、平成２７年度からの制度廃止に伴

い、現年度課税はなく、予算、調定ともにゼロ円となりましたが、滞納繰越分につ

きましては、令和２年度末の収入済額がそのまま令和３年度の過年度分調定額とな

り、令和３年度中において、それに対する収納を得られなかったことから、前年度
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と同額を令和３年度末の収入済額として計上しております。  

 国民健康保険税の説明については以上であります。  

 説明を市民サービス課に戻したいと思います。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、２款県支出金、１項県負担金、１目保険

給付費等交付金は、予算現額１６億８ ,０４１万５ ,０００円に対しまして、調定額

及び収入済額は同額で１６億６ ,６５４万５ ,３７６円でございます。内訳は、１節

普通交付金が調定額及び収入済額は同額で１６億２５７万３７６円であり、２節特

別交付金が調定額及び収入済額ともに６ ,３９７万５ ,０００円でございます。  

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目基金運用収入は、予算現額８ ,０００円

に対しまして、調定額及び収入済額同額で８ ,０００円でございます。国保財政調

整基金の運用利子収入でございます。  

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、次のページを御覧くだ

さい。  

 予算現額２億１ ,１８５万５ ,０００円に対しまして、調定額及び収入済額同額で、

２億１ ,０４４万３ ,４１８円でございます。全額繰り出し基準に基づく法定繰入金

でございます。  

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、予算現額、調定額及び収入済額が

同額で１ ,０００円でございます。  

 ５款１項１目繰越金は、予算現額４ ,１４５万８ ,０００円に対しまして、調定額

及び収入済額は同額の４ ,１４５万８ ,２１５円で、令和２年度から令和３年度への

繰越金でございます。  

 ６款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金については、税務課より

御説明申し上げます。  

○仲税務課長   ６款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金につきま

しては、予算現額３０６万４ ,０００円に対し、調定額、収入済額ともに２６４万

７５５円で、全て一般被保険者からの延滞金収入であります。  

 市民サービス課に戻します。  

○湯浅市民サービス課長   ２項雑入、１目一般分第三者納付金は、次のページを

御覧ください。  

 予算現額５万５ ,０００円に対しまして、調定額及び収入済額は同額で５万４ ,８

８７円でございます。一般被保険者が交通事故等、第三者の行為により負傷した場

合の保険給付に対する返納金でございます。  
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 ２目退職分第三者納付金は、予算現額１ ,０００円に対しまして、調定額及び収

入済額は該当する事例が発生しなかったため、ゼロ円でございます。  

 ３目一般分返納金は、予算現額５万円に対しまして、調定額３９万８９８円、収

入済額３２万１ ,７７５円で、６万９ ,１２３円の収入未済額が生じております。こ

れは、一般保険者の所得区分の変更に伴う医療費の返納金でございます。なお、収

入未済額については、令和４年度に繰越納付勧奨を行っております。  

 ４目退職分返納金は、予算現額１ ,０００円に対しまして、調定額及び収入済額

は同額の１５４円でございます。  

 ５目雑入は、予算現額６８万３ ,０００円に対しまして、調定額及び収入済額は

同額で６８万２ ,０００円でございます。特別交付金の前年度精算金でございます。  

 ７款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国民健康保険災害等臨時特例補助金につ

いては、税務課より御説明申し上げます。  

○仲税務課長   ７款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国民健康保険災害等臨時

特例補助金につきましては、予算現額５３万６ ,０００円に対し、調定額、収入額

ともに同額の５３万６ ,０００円で、これは新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、主たる生計維持者の収入減少等があった世帯に係る国民健康保険税の減免措置

に対する国からの財政支援で、減免額の１０分の６相当額がこの災害等臨時特例補

助金によって補塡されるものであります。  

 ちなみに対象となる令和３年度の国民健康保険減免実績分の総額は、５件分、８

９万４ ,０００円でございました。  

 以上です。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、歳出でございます。  

 次のページ、３８０ページ、３８１ページを御覧ください。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、予算現額４ ,６８３万６ ,００

０円に対しまして、支出済額が４ ,５４６万３ ,１８３円、不用額が１３７万２ ,８

１７円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、１１節役務費４４３万６ ,６５２円は、保険

証等の郵送料１３８万５ ,６４５円、国保連合会に対する確認事務手数料２１３万

９０２円、国保情報集約システム運用手数料８５万７ ,４１２円でございます。  

 次のページ、３８２、３８３ページを御覧ください。  

 １８節負担金、補助及び交付金３２７万１ ,０００円は、総合住民システム利用

負担金でございます。  
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 ２目連合会負担金は、予算現額９７万４ ,０００円に対しまして、支出済額は９

３万４ ,４３３円、不用額は３万９ ,５６７円でございます。  

 主なものといたしましては、連合会保険事業負担金３３万７ ,３６０円及び連合

会一般負担金４４万１ ,３１５円でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 ２項の徴税費につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○仲税務課長   ２項徴税費、１目賦課徴収費、予算現額５９９万３ ,０００円に対

して、支出済額５３６万４１６円、不用額６３万２ ,５８４円であります。  

 ８節旅費、予算額３万８ ,０００円につきましては、コロナウイルス蔓延防止に

伴う自粛の影響により、市外徴収を控えたため、昨年度に引き続き支出済額はゼロ

円であります。  

 １０節需用費の支出済額３８万５９０円の主なものといたしましては、督促状兼

納付書などの印刷製本費３０万８ ,０００円であります。  

 １１節役務費の支出済額６３万１９４円の主なものといたしましては、納税通知

書等の送付に係る通信運搬費５０万８ ,４８４円と、還付に係る口座振替手数料１

２万１ ,７１０円であります。  

 １２節委託料の支出済額３０３万６ ,０００円につきましては、令和２年度税制

改正における個人所得課税の見直しによる基礎控除額の引上げ等に伴う改修で、国

標準システムの変更に基づき、本市総合住民情報システム改修を行ったものであり

ます。  

 １３節使用料及び賃借料の支出済額１万２ ,０６７円につきましては、複合機使

用料であります。  

 １８節負担金、補助及び交付金の支出済額１３０万１ ,５６５円は、三重地方税

管理回収機構への負担金５６万円と、納付書共同印刷に係る一般会計への負担金７

４万１ ,５６５円であります。  

 説明を市民サービス課と交代します。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、３項１目運営協議会費は、予算現額３１

万８ ,０００円に対しまして、支出済額が５ ,２５０円、不用額が３１万２ ,７５０

円でございます。国保運営協議会に係る委員報酬が主なもので、本来ですと年に数

回開催しているのですが、令和３年度につきましては、コロナ禍のため開催するこ

とができず、その他は書面決議に代えさていただいております。  

 次のページを御覧ください。  



－２２－ 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般分療養給付費等は、予算現額１３億８ ,

２７２万２ ,０００円に対しまして、支出済額が１３億７ ,１０４万３ ,７４７円、

不用額が１ ,１６７万８ ,２５３円でございます。  

 ２目退職分療養給付費等は、予算現額１万円に対しまして、支出済額がゼロ円で

ございます。これは、退職者医療制度が終了したことにより、退職被保険者がいな

かったことによるものでございます。  

 ３目一般分療養費は、予算現額１ ,２１５万５ ,０００円に対しまして、支出済額

が１ ,０７９万９ ,４００円、不用額が１３５万５ ,６００円でございます。  

 ４目退職分療養費につきましては、予算現額５ ,０００円に対しまして、支出が

ございませんでした。  

 ５目審査支払手数料は、予算現額４２５万１ ,０００円に対しまして、支出済額

が４２５万８８１円、不用額が１１９円でございます。主なものは、次のページを

御覧ください。診療報酬審査支払手数料４２０万１８５円でございます。  

 ２項高額療養費、１目一般分高額療養費は、予算現額２億２ ,１６７万円に対し

まして、支出済額が２億２ ,０６０万２ ,４８２円、不用額が１０６万７ ,７８９円

でございます。  

 ２目退職分高額療養費は、予算現額１万円に対しまして、支出がございませんで

した。  

 ３目一般分高額介護合算療養費は、予算現額１９万５ ,０００円に対しまして、

支出済額が１９万４ ,６８７円、不用額が３１３円でございます。  

 次に、３項移送費、１目一般分移送費につきましては、予算現額１ ,０００円に

対しまして、支出がございませんでした。  

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、次のページを御覧ください。予算現

額４２０万円に対しまして、支出済額が２０８万４ ,０００円、不用額が２１１万

６ ,０００円でございます。令和３年度においては、対象者５名に対し一時金を交

付いたしました。  

 次のページを御覧ください。  

 ２目審査支払手数料は、予算現額３ ,０００円に対しまして、支出済額が１ ,０５

０円、不用額が１ ,９５０円でございます。  

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費は、予算現額２００万に対しまして、支出済額が１６

５万円、不用額が３５万円でございます。１件当たり５万円の３３名に支給いたし

ました。  
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 ６項傷病手当金、１目傷病手当金は、予算現額２８万９ ,０００円に対しまして、

支出がございませんでした。  

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付

費分は、予算現額３億５ ,６７７万７ ,０００円に対しまして、支出済額が３億５ ,

６８８万６ ,８４６円、不用額が１５４円でございます。  

 ２項後期高齢者支援金等分、次のページを御覧ください。  

 １目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、予算現額１億１ ,６４９万１ ,０００

円に対しまして、支出済額が１億１ ,６４９万１５２円、不用額が８４８円でござ

います。  

 ３項１目介護納付金分は、予算現額３ ,９０１万２ ,０００円に対しまして、支出

済額が３ ,９０１万１ ,８７９円、不用額が１２１円でございます。  

 以上、３款国民健康保険事業費納付金につきましては、合計５億１ ,２３８万８ ,

８７７円でございます。  

 続きまして、４款１項１目共同事業拠出金は、予算現額１ ,０００円に対しまし

て、支出済額が３０円、不用額が９７０円でございます。  

 ５款１項保健事業費、１目疾病予防費は、予算現額６７０万円に対しまして、支

出済額が５９９万４ ,７３４円、不用額が７０万５ ,２６６円でございます。主なも

のといたしましては、１２節委託料４９６万９ ,３７６円で、脳ドック検診、次の

ページを御覧ください。レセプト点検業務委託料、特別調整交付金申請支援業務委

託料等でございます。脳ドック検診については、６２人の方が尾鷲総合病院で受診

されました。また、特別調整交付金申請支援業務委託については、歳入のさらなる

増加を検討した結果、結核、精神の医療費に対する特別調整交付金を申請するため

の委託料で、この申請を行うことにより歳出額を上回る特別交付金の交付を受けて

おります。  

 続きまして、１８節負担金、補助及び交付金１１万３ ,７６５円は、健康増進事

業等負担金７６５万円と老人クラブ連合会へのグラウンドゴルフ大会補助金１１万

３ ,０００円でございます。  

 ２項１目特定健康診査等事業費は、予算現額２ ,３３９万７ ,０００円に対しまし

て、支出済額が２ ,１２２万５ ,６３９円、不用額が２１７万１ ,３６１円でござい

ます。主なものは１２節委託料２ ,０４３万２ ,７８５円で、内訳といたしましては、

特定健康診査委託料及び特定健診受診率向上対策委託料でございます。例年、受診

率が低いことが課題である特定健診につきましては、令和３年度の受診率が速報値
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で４２ .４％となっておりますので、令和２年度の４２ .１％と比べると０ .３％上

昇という見込みでございます。受診率向上のため、平成３０年度からの継続事業と

して、福祉保健課と連携し、また、地区の皆様の協力を得ながら、三木浦町、賀田

町、古江町の３地区と、尾鷲市体育文化会館の武道場において、がん検診と合同で

集団健診を実施しております。令和３年度からは、集団健診の会場を１か所増やし

ております。保健センターで１か所増やしております。  

 また、県の交付金を活用し、令和元年度から受診時の自己負担額の無料化、令和

２年度からは、特定健診対象者の効率的、効果的な受診勧奨を実現するためにデー

タ分析を行い、特徴別に複数のグループに分類した上で、それぞれに適した受診勧

奨を行う特定健診受診率の向上対策事業を実施しております。また、国保運営協議

会の委員の皆様のＰＲや、紀北医師会の先生方にも御協力をいただいた結果、受診

率の向上につながったと考えております。今後も受診勧奨の強化、受診しやすい体

制の整備など、受診率の向上に努めてまいりたいと考えております。  

 続きまして、６款１項基金積立金、１目財政調整基金積立金は、予算現額、支出

済額ともに６ ,０８１万５ ,０００円でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 ７款１項公債費、１目利子は、予算現額１３万２ ,０００円に対しまして、支出

がございませんでした。  

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般分及び２目退職分保険税還

付金については、税務課長のほうから御説明申し上げます。  

○仲税務課長   ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般分保険税還

付金、２２節償還金、利子及び割引料につきましては、予算現額１４３万７ ,００

０円に対して、支出済額８１万８ ,８９５円、不用額６１万８ ,１０５円であります。

これは国民健康保険税の過誤納付還付金であります。  

 次に、２目退職分保険税還付金、２２節償還金、利子及び割引料につきましては、

予算現額９万６ ,０００円に対し、支出はございませんでした。  

 説明を市民サービス課に戻します。  

○湯浅市民サービス課長   それでは、次のページの３９８、３９９ページを御覧

ください。  

 ３目保険給付費等交付金償還金は、予算現額２ ,０７９万１ ,０００円に対しまし

て、支出済額が２ ,０７９万３０円、不用額が９７０円でございます。主なものと

しましては、普通交付金前年度精算金２ ,０５０万７ ,０３０円で、それぞれ令和２
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年度の精算金でございます。  

 ４目退職分償還金及び還付加算金は、予算現額１１万２ ,０００円に対しまして、

支出済額が１１万１ ,５６５円、不用額が４３５円でございます。これは令和２年

度の退職分の納付金の精算金でございます。  

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金は、予算現額１５４万１ ,０００円に対しまし

て、支出済額が１５４万５２９円、不用額が４７１円でございます。これは令和２

年度の職員給与費等の繰入金の精算により、一般会計に対し繰出しするものでござ

います。  

 議案第５２号の説明は以上でございます。  

 続きまして、議案第５３号、令和３年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出の決算の認定について御説明申し上げます。  

 決算書の４０４ページ、４０５ページを御覧ください。  

 令和３年度の決算の全体は、歳入の収入済額合計６億７ ,６８４万５ ,５３８円に

対しまして、次のページを御覧ください。歳出の支出済額合計は６億７ ,１１５万

２ ,０６２円で、歳入歳出差引額の形式収支は５６９万３ ,４７６円の黒字となって

おります。  

 次に、個別の項目について御説明申し上げます。  

 ４０８ページ、４０９ページを御覧ください。  

 歳入でございます。  

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○仲税務課長   １款後期高齢者医療保険料の予算現額２億１ ,４２４万３ ,０００

円に対して、調定額２億２ ,１０８万１ ,５４４円、収入済額２億１ ,７４９万２ ,３

４７円、不納欠損額１０２万６ ,９６７円、収入未済額２５６万２ ,２３０円であり

ます。  

 税務課委員会資料の１５ページを御覧ください。  

 通知します。  

 後期高齢者医療保険料の不納欠損額調書であります。  

 右下の合計欄を御覧ください。  

 令和３年度は、１２件、１０件分、１０２万６ ,９６７円の不納欠損処分を行い

ました。昨年度の８件、８名分、１２万９ ,１９９円と比較すると大幅に増加しま

したが、理由といたしましては、御覧の表のとおり、昨年度にはございませんでし

た本人死亡によるものが合計で９５万１３円増加したことが主な要因でございます。  
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 次に、税務課委員会資料の８ページへお戻りください。  

 後期高齢者医療保険料の対前年度比較について御説明いたします。  

 まず、表の９、調定額の合計欄、グリーンの部分を御覧ください。  

 令和３年度の後期高齢者医療保険料の調定額は、前年度に比べ３０９万４４３円、

率にして１ .４％増加いたしました。この調定額の増加につきましては、被保険者

数が増加したこと等によるものであります。  

 次に、表の１０、収入済額を御覧ください。  

 令和３年度の後期高齢者医療保険料の収入済額は、前年度に比べ３２１万１ ,０

９６円、率にして１ .５％増加しました。調定額の増加とともに、収入済額も若干

上回る率で増加しております。  

 次に、表の１１、収納率を御覧ください。  

 合計の欄を御覧ください。  

 後期高齢者医療保険料の収納率は９８ .４％と、前年度より０ .１ポイント上昇し

ました。  

 税務課委員会資料の９ページを御覧ください。  

 こちらには、より詳細な後期高齢者医療保険料の収納実績表を掲載いたしました

ので、後ほど御参照いただきたいと思います。  

 説明を市民サービス課に戻します。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、２款１項１目繰入金は、予算現額４億３ ,

５８３万円に対しまして、調定額及び収入済額は同額で４億３ ,５８２万９ ,２６１

円でございます。全て繰り出し基準に定められた繰入金でございます。  

 ３款１項１目繰越金は、予算現額５４９万７ ,０００円に対しまして、調定額及

び収入済額同額で５４９万６ ,８６９円でございます。  

 ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、２項償還金及び還付加算金について

は、税務課より説明申し上げます。  

○仲税務課長   ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金につきま

しては、予算現額３万円に対し、調定額及び収入済額は同額の２万７ ,５００円で

あります。これは後期高齢者医療保険料の延滞金収入であります。  

 次に、２項償還金及び還付加算金、１項保険料還付金及び還付加算金ですが、こ

れは、市が被保険者本人に支払った後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金分

に対する三重県後期高齢者医療広域連合からの収入であります。令和３年度は、予

算現額１００万円に対して、調定額及び収入済額はございませんでした。  
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 市民サービス課に戻します。  

○湯浅市民サービス課長   それでは、次のページを御覧ください。  

 ３項雑入、１目雑入は、予算現額１ ,８００万円に対しまして、調定額及び収入

済額は同額で１ ,７９９万９ ,５６１円で、後期高齢者広域連合からの前年度精算金

でございます。  

 続きまして、歳出でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、予算現額７１０万円に対しま

して、支出済額が７０１万１ ,２３２円、不用額が８万８ ,７６８円でございます。

主なものといたしましては、１８節負担金、補助及び交付金２７４万５ ,０００円

で、総合住民情報システム利用負担金でございます。  

 ２項徴収費については、税務課より御説明申し上げます。  

○仲税務課長   １目徴収費、予算現額１４７万１ ,０００円に対し、支出済額１１

９万７ ,７２９円で、不用額２７万３ ,２７１円であります。  

 支出済額の内訳を申し上げます。  

 ４１３ページの下２段、備考を御覧ください。  

 １０節需用費の支出済額は１０万３ ,１０２円で、事務用消耗品及び印刷製本費

であります。  

 １１節役務費の支出済額は３８万３ ,９７２円で、主な支出といたしましては、

納入通知書等の送付に係る通信運搬費であります。  

 次ページ、４１４、４１５ページの備考欄上から２段目を御覧ください。  

 １３節使用料及び賃借料、予算現額２万２ ,０００円の支出済額は１万９ ,４１５

円で、複合機使用料であります。  

 １８節負担金、補助及び交付金、予算現額７７万６ ,０００円の支出済額は６９

万１ ,２４０円で、納付書共同印刷に係る一般会計への負担金であります。  

 市民サービス課と交代いたします。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、２款１項１目広域連合負担金は、予算現

額６億４ ,６９１万１ ,０００円に対しまして、支出済額が６億４ ,４６５万１ ,５７

３円、不用額が２２５万９ ,４２７円でございます。全額、広域連合に対する負担

金であり、主なものとしては、療養給付費負担金３億２ ,３２３万６ ,０００円でご

ざいます。  

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金については、税務課より御説明申し上
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げます。  

○仲税務課長   ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金及

び還付加算金につきましては、予算現額１００万円に対し、支出済額１７万４ ,６

４７円、不用額８２万５ ,３５３円であります。内訳は、全て２２節の償還金、利

子及び割引料で、保険料変更等に伴う過誤納付還付金であります。この不用額８２

万５ ,３５３円につきましては、償還金の支出額については年度末まで確定しない

ため、見込みが難しいことや、償還が発生した場合、遅滞なく還付する必要のある

ことから、例年、余裕を持った予算を計上させていただいておりますことから、こ

のような不用額となったものでありますので、御理解賜りたいと思います。  

 市民サービス課に戻します。  

○湯浅市民サービス課長   続きまして、２項繰出金、１項一般会計繰出金は、予

算現額１ ,８１１万８ ,０００円に対しまして、支出済額が１ ,８１１万６ ,８８１円、

不用額が１ ,１１９円でございます。これは、令和２年度の事務費繰入金の精算分

として、一般会計に対して繰り出すものでございます。  

 議案第５３号の説明については以上でございます。よろしく御審議賜ります。  

○村田委員長   議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号の中での市民サービ

ス課に係る決算の報告がありました。  

 これについて、御質疑、御意見ある方の御発言願いたいと思います。  

○中村委員   ごめんなさいね。私、ちょっとよく分かっていないんですけど、出

産に係る何かが５名とおっしゃったような気がするんですけれども、あれは尾鷲の

市立病院で生まれた方の人数ですか。違う。  

○湯浅市民サービス課長   尾鷲市の国保の資格がある方でしたら、どなたでも、

どこの病院でも構いませんので。  

○中村委員   ということは、去年１年間に国保にかかっている人がどこで生まれ

ても５人の方がお子さんを生まれたということですか。  

○湯浅市民サービス課長   その理解で。  

○中村委員   ありがとうございます。  

○村田委員長   他にございませんか。  

 よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、市民サービス課の審査を終わります。  

 御苦労さんでした。  
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 ここで昼食のため、休憩をいたします。再開は１時１５分からといたします。  

（休憩  午前１１時４８分）  

 

（再開  午後  １時１３分）  

○村田委員長   再開いたします。  

 次に、福祉保健課、説明を願います。  

○山口福祉保健課長   福祉保健課でございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第５１号、令和３年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てのうち、福祉保健課に関する決算につきまして御説明いたします。  

 決算書の１６６、１６７ページを御覧ください。  

 通知いたします。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございます。予算現額８億

３ ,４４７万５ ,０００円に対し、支出済額は８億２ ,８６６万１ ,１８０円で、不用

額は５８１万３ ,８２０円でございます。不用額の主なものといたしましては、次

ページを御覧ください。  

 １０節需用費１４７万１ ,４５６円は、福祉保健センターの電気料金等がコロナ

禍による貸し館の減少に伴い見込みを下回ったことによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１０節需用費６６９万４ ,５４４円のうち、

福祉保健センターの電気代など、光熱水費が５５３万５ ,２１０円でございます。  

 次に、１１節役務費４１８万９２２円は、福祉保健センターの浄化槽保守点検手

数料１５０万１ ,５００円が主なものでございます。  

 次に、１２節委託料５１３万６６２円は、自家用電気工作物保安業務委託料３４

万３ ,２００円から、次ページの消防用設備等点検業務委託料３８万５ ,０００円ま

では、福祉保健センターの管理に係る業務委託料でございます。  

 次に、１８節負担金、補助及び交付金５億５ ,４７９万４ ,７２０円は、紀北広域

連合負担金５億５９３万１ ,０００円、社会福祉協議会運営助成金４ ,７９３万７ ,

６５６円が主なものでございます。  

 次のページ、１７２、１７３ページを御覧ください。  

 次に、２目障がい者福祉費でございます。予算現額７ ,５９５万６ ,０００円に対

し、支出済額は７ ,３８３万９ ,２１８円で、不用額は２１１万６ ,７８２円でござ

います。不用額の主なものといたしましては、１９節扶助費１５４万９ ,８７９円

は、心身障がい者医療費の助成件数が見込みを下回ったことによるものでございま
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す。  

 支出の主なものといたしましては、１９節扶助費６ ,９９９万３ ,１２１円は、特

別障がい者手当等給付費１ ,０８５万７ ,０００円、心身医療費助成金５ ,９１３万

６ ,１２１円でございます。  

 次ページ、１７４、１７５ページを御覧ください。  

 次に、３目自立支援給付事業でございます。予算現額４億４ ,７６３万９ ,０００

円に対し、支出済額は４億３ ,９０９万５ ,３１８円で、不用額は８５４万３ ,６８

２円でございます。  

 不用額の主なものといたしましては、１２節委託料１２９万８４１円は、紀北地

域障がい者相談支援センター事業の人件費が減少したこと、次のページを御覧くだ

さい。  

 １９節扶助費６２７万６ ,７０３円は、更生医療費が見込みを下回ったことなど

でございます。  

 １７４、１７５ページにお戻りください。  

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料２ ,１５３万１ ,５５９円は、移

動支援事業委託料１６４万５ ,７１０円、紀北地域障がい者相談支援センター事業

委託料１ ,８２０万９ ,７６６円が主なものでございます。  

 次ページを御覧ください。  

 １９節扶助費４億５７５万２ ,２９７円は、居宅介護事業費、日常生活用具給付

事業費をはじめ、１７９ページまで、障がい者の生活を支え、社会参画を促進する

事業費でございます。  

 １７８、１７９ページを御覧ください。  

 次に、４目老人福祉費でございます。予算現額１億１ ,２５５万１ ,０００円に対

し、支出済額は１億８６８万５ ,７５９円で、不用額は３８６万５ ,２４１円でござ

います。  

 不用額の主なものといたしましては、次ページ、１２節委託料２７５万８ ,３２

４円は、養護老人ホーム聖光園の入所数が見込みを下回ったものによるものでござ

います。  

 １７８、１７９ページにお戻りください。  

 支出の主なものといたしまして、１０節需用費１１２万９ ,１０６円のうち、修

繕料１１１万６ ,６１０円は、聖光園のボイラーなどの修繕料でございます。  

 次ページ、１８０、１８１ページを御覧ください。  
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 次に、１２節委託料９ ,５１９万６ ,６７６円は、緊急通報システム管理委託料４

０９万６ ,０７０円と、養護老人ホーム聖光園指定管理料９ ,１１０万６０６円でご

ざいます。  

 次に、１４節工事請負費２６６万２ ,０００円は、養護老人ホーム聖光園の事務

室と居室の空調設備を取り替えたものでございます。  

 次に、１８節負担金、補助及び交付金３７８万７ ,５００円は、老人クラブ連合

助成金、尾鷲市シルバー人材センター運営補助金でございます。  

 １９節扶助費４５１万１ ,６０８円は、老人福祉施設入所者措置費でございます。  

 次ページ、１８２、１８３ページを御覧ください。  

 次に、６目子ども医療費でございます。予算現額３ ,１９２万４ ,０００円に対し、

支出済額は２ ,９２３万８ ,２６５円で、不用額は２６８万５ ,７３５円でございま

す。  

 不用額の主なものといたしましては、１９節扶助費２５３万２ ,３８０円は、子

ども医療費の助成件数が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１９節扶助費２ ,８９３万３ ,６２０円は、子

ども医療費助成金２ ,８９３万３ ,６２０円で、対象者が１ ,２２８人、助成件数は

１万３ ,７１２件でございます。  

 次に、７目介護保険費でございます。予算現額６ ,５９８万８ ,０００円に対し、

支出済額は５ ,３１２万８ ,１５６円で、不用額は１ ,２８５万９ ,８４４円でござい

ます。  

 不用額の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。  

 １２節委託料１ ,１２９万９ ,０６２円は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、介護予防教室の中止が相次いだことなどにより、事業費が見込みを下回ったこ

とによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料３ ,１１３万５ ,９３８円は、任

意事業委託料２３６万８ ,４４８円で、食の自立支援事業として、高齢者の安否を

兼ねた配食サービスを市内５業者に委託しているもので、一般介護予防事業委託料

１ ,１４２万５ ,０００円は、市内４事業者と委託契約を結び、一般介護予防事業を

実施したものでございます。  

 地域ケア会議推進事業委託料５ ,９８３円、認知症総合支援事業委託料６８９万

３ ,１０９円、生活支援体制整備事業委託料１ ,０４４万３ ,３９８円につきまして

は、地域における支援体制の検討や専門職による認知症サポート、また生活支援コ
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ーディネーターによる地域ごとの支援活動を社会福祉協議会に委託し、実施したも

のでございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、１９節扶助費３６７万９ ,０００円は、要介護度４及び５の高齢者を在宅

で介護している家族に対し、紙おむつ等の購入券を交付する介護用品給付費でござ

います。  

 次に、２２節償還金、利子及び割引料１ ,３２５万２ ,７５８円は、地域支援事業

（総合事業）に係る前年度精算金でございます。  

 次に、９目生活困窮者自立支援事業費でございます。予算現額４億２ ,４１７万

７ ,０００円に対し、支出済額は２億９ ,１００万８ ,００４円で、繰越明許費１億

円、不用額は３ ,３１６万８ ,９９６円でございます。繰越明許費は、住民税非課税

世帯に対する１０万円給付金、不用額の主なものといたしましては、次ページを御

覧ください。  

 １８節負担金、補助及び交付金の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請が見

込みを下回ったことによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、同じく１８節負担金、補助及び交付金２億７ ,

４３０万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対して、生活、暮ら

しの支援を行う観点から、住民税非課税世帯に対して、１世帯当たり１０万円を支

給する給付金２億７ ,４３０万円でございます。  

 次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。予算現額４ ,４１６

万６ ,０００円に対し、支出済額は４ ,３２３万４ ,１４９円で、不用額は９３万１ ,

８５１円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。  

 １２節委託料１ ,３４６万６ ,０００円は、市内２か所で開設している放課後児童

クラブ運営委託料でございます。  

 次ページ、１９２、１９３ページを御覧ください。  

 １９節扶助費１４２万５ ,０００円は、多子世帯支援給付費でございます。  

 次に、２目児童措置費でございます。予算現額９億６４９万６ ,０００円に対し、

支出済額は８億８ ,４３２万２ ,５１１円で、繰越明許費２００万５ ,０００円、不

用額は２ ,０１６万８ ,４８９円でございます。繰越明許費は、子育て世帯生活支援

特別給付費（一人親世帯以外分）で、子ども１人当たり５万円の給付金で、不用額

の主なものにつきましては、１９６、１９７ページを御覧ください。  
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 １８節負担金、補助及び交付金への子育て世帯への臨時特別給付金の対象者が見

込みを下回ったことによるものでございます。  

 １９２、１９３ページにお戻りください。  

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料１ ,７３５万９９９円のうち、

地域子育て支援センター事業委託料８２７万円は、尾鷲第２保育園に併設する子育

て支援センターちびっこひろばに育児相談や親子教室等を委託するもので、未就学

児の親子延べ１ ,３７４組が参加しております。  

 一時預かり保育事業委託料３０１万４ ,９９９円は、緊急時や保護者のリフレッ

シュしたいとき等に児童を預かる事業で、未就学児延べ１６７名が利用しておりま

す。  

 次ページを御覧ください。  

 子ども・子育て支援システム改修業務委託料３９８万２ ,０００円は、子育て世

帯への臨時特別給付金給付事業等に伴うシステム改修業務委託料でございます。  

 １８節負担金、補助及び交付金２億６ ,１４１万７ ,９７９円は、認可保育所に対

する延長保育、障がい児保育等の各補助金と、次ページを御覧ください。  

 新型コロナウイルス感染症対策支援事業や子育て世帯への臨時特別給付金などの

コロナウイルス感染に関する各保育園への感染症予防対策費用や子育て世帯への経

済支援などの事業費でございます。  

 １９節扶助費６億１１１万３８０円は、保育所運営費４億４ ,３９９万５ ,３８０

円、児童手当１億５ ,７１１万５ ,０００円でございます。  

 次に、３目母子福祉費でございます。予算現額１億１ ,７４７万１ ,０００円に対

し、支出済額は１億１ ,６１５万１ ,２４６円で、不用額は１３１万９ ,７５４円で

ございます。  

 次ページを御覧ください。  

 不用額の主なものといたしましては、１９節扶助費８８万７ ,５９７円は、一人

親家庭助成件数が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１８節負担金、補助及び交付金１ ,５５２万

５ ,２００円は、子育て世帯生活支援特別給付金（一人親世帯分）１ ,３２０万円で

ございます。  

 次に、１９節扶助費８ ,６８８万２ ,４０３円は、一人親家庭等医療費助成金が対

象となる保護者１６６人、子供２５７人に対し、１ ,０８４万１ ,６８８円を、児童

扶養手当は、対象者となる一人親１４８人に７ ,６０２万１ ,２９０円を支給したも
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のでございます。  

 次に、２２節償還金、利子及び割引料１ ,２８３万３ ,４８７円は、一人親世帯臨

時特別給付金の前年度精算金でございます。  

 次ページ、２００、２０１ページを御覧ください。  

 次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費でございます。予算現額２ ,４８８

万８ ,０００円に対し、支出済額は２ ,４７１万１ ,２２５円で、不用額は１７万６ ,

７７５円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、１２節委託料５７０万４ ,６５０円で、被保

護者就労支援事業委託料４７５万８ ,６５０円でございます。  

 次ページ、２０２、２０３ページを御覧ください。  

 次に、２目扶助費でございます。予算現額３億７ ,９８８万７ ,０００円に対し、

支出済額は３億５ ,９８８万８ ,４５７円で、不用額は１ ,９９９万８ ,５４３円でご

ざいます。  

 不用額の主なものといたしましては、１９節扶助費１ ,９９９万８ ,０４８円で、

生活保護医療扶助費が見込みを下回ったことなどによるものでございます。  

 １９節扶助費３億２ ,６２５万５ ,９５２円は、生活保護の被保護世帯に対し、国

の定める基準に従い各種扶助費を支給したもので、令和３年度の被保護世帯数は１

６８世帯、被保護者数は１９２人でございます。  

 ２２節償還金、利子及び割引料３ ,３６３万２ ,５０５円は、前年度の生活保護費

精算金でございます。  

 次に、３目生活保護施設事務費でございます。予算現額２３４万円に対し、支出

済額は２２８万４ ,５９０円で、不用額は５万５ ,４１０円でございます。  

 １８節負担金、補助及び交付金２２８万４ ,５９０円は、救護施設委託事務費負

担金でございます。  

 次に、４項地方改善事業費、１目地方改善事業費でございます。予算現額１ ,３

７４万２ ,０００円に対し、支出済額は１ ,３４７万７ ,９０５円で、不用額は２６

万４ ,０９５円でございます。  

 本事業は、林町会館の運営に関するもので、支出の主なものといたしましては、

次ページを御覧ください。７節報償費５１万円は、林町会館で開催している各種講

座の講師謝礼でございます。  

 次ページ、２０６、２０７ページを御覧ください。  

 次に、４款衛生費、１項保健費、１目保健総務費でございます。予算現額６ ,４
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９９万１ ,０００円に対し、支出済額は６ ,４２１万８ ,０８３円で、不用額は７７

万２ ,９１７円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。  

 １２節委託料３１９万８ ,２６６円のうち、３１９万８ ,０００円は、一次救急医

療体制事業を紀北医師会に委託したものでございます。  

 次に、１８節負担金、補助及び交付金２ ,０４４万９ ,７７１円のうち、主なもの

といたしましては、上から５段目の病院群輪番制病院運営事業補助金として尾鷲総

合病院に１ ,７３２万６ ,４００円を、地域医療助成金として２２５万円を紀北医師

会及び尾鷲歯科医師会に助成したものでございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、１９節扶助費６５万５ ,８３０円は、未熟児養育医療費助成金として、２

名に対する医療費助成を行ったものでございます。  

 次に、２目予防費でございます。予算現額２億１ ,６６６万２ ,０００円に対し、

支出済額は１億８ ,７７９万３ ,３５２円で、不用額は２ ,８８６万８ ,６４８円でご

ざいます。  

 不用額の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。  

 １２節委託料１ ,５１３万９ ,１０７円で、新型コロナウイルスワクチン接種対象

者を全市民とし、接種率を１００％と見込んだことによるものでございます。  

 ２１０、２１１ページにお戻りください。  

 支出の主なものといたしましては、７節報償費４２８万４ ,０００円で、コロナ

ワクチン集団接種に係る薬剤師の報償費でございます。  

 １１節役務費９７０万５ ,２３７円は、コロナワクチン接種券や通知案内等の通

信運搬費６４０万４ ,４５５円ほか、コロナワクチン接種等に係る役務費でござい

ます。  

 次ページを御覧ください。  

 １２節委託料１億１ ,６１２万１ ,８９３円は、コロナワクチン接種に係る集団接

種、各医院での接種である個別接種に対する紀北医師会等への予防接種委託料５ ,

８２８万６ ,５１４円、コロナワクチン接種券作成等に係るシステム改修費である

新型コロナウイルスワクチン対応業務委託料５２６万９ ,０００円、４種混合、日

本脳炎等各種予防接種である定期予防接種委託料３ ,５０４万４ ,８２０円と、コロ

ナワクチン接種各種予防接種に係る委託料でございます。  

 次ページを御覧ください。  
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 １３節使用料及び賃借料１ ,９９９万１ ,９４４円は、コロナワクチン接種の集団

接種会場である尾鷲市民文化会館の会場使用料４５７万４ ,２００円、同じく集団

接種会場である輪内中学校、元九鬼中学校、須賀利小学校等への夏季、冬季時に冷

暖房機器を設置するための冷暖房機器借上料９６６万９ ,０００円ほか、コロナワ

クチン接種に係る使用料及び賃借料でございます。  

 １８節負担金、補助及び交付金１ ,０４０万６ ,９６２円の主なものは、コロナワ

クチン集団接種のための医療従事者の確保が困難な中、ワクチン接種を行う集団接

種会場に時間外、休日に派遣の協力をいただいた医療機関に対し支援するための補

助金、新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金１ ,０３７万５ ,

０００円でございます。  

 次に、３目保健事業普及費でございます。予算現額３ ,８４７万４ ,０００円に対

し、支出済額は３ ,４９４万２ ,７７５円で、不用額は３５３万１ ,２２５円でござ

います。  

 不用額の主なものといたしましては、次ページを御覧ください。  

 １２節委託料２１９万９ ,５１６円は、各種がん検診及び妊産婦健診等の受診者

が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１０節需用費１８１万３ ,３９３円は、健診、

健康教室等に係る消耗品等でございます。  

 １２節委託料３ ,１１３万７ ,４８４円のうち、主なものといたしましては、次ペ

ージ、２１８、２１９ページを御覧ください。  

 がん検診委託料１ ,８１１万２ ,１３３円は、尾鷲総合病院、紀州ヘルスクリニッ

ク、三重県健康管理事業センター及び紀北医師会に妊婦、産婦健康診査等委託料６

７１万５ ,０００円は、三重県医師会等に委託して実施したものでございます。  

 以上が福祉保健課に関する決算の説明でございます。よろしく御審議いただき、

御承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

○村田委員長   福祉保健課に係る決算が説明がなされましたけれども、この説明

に対して、御質疑ございましたら御発言願いたいと思います。  

○中村委員   ２１３ページのコロナの予防接種の委託料、去年、総数で何人ぐら

いワクチンを受けられましたか。もし分かったら教えてください。  

○山口福祉保健課長   昨年度、ワクチン接種は、初回接種と言われる１回、２回

の接種と、追加接種と言われる３回の接種がございました。初回接種につきまして

は１万８ ,２７０回、これ、２回分ということになるんですけれども、１回目、２
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回目の初回接種が１万８ ,２７０回、先ほど言いました３回目の追加接種が７ ,４３

８回、接種を行いました。  

○中村委員   ありがとうございます。  

 １９７ページの新型コロナウイルス感染症対策支援事業の補助金の保育園とか、

家庭とかと言われたと思うんですけれども、これも内訳を教えていただけますか。  

○山口福祉保健課長   この補助金につきましては、国が２分の１の補助金でござ

いまして、感染拡大の防止対策のための物品の購入費に充てる補助金でございます。

こちらにつきましては、保育園７園に対する補助でございまして、内容としまして

は、ウイルス除菌機であったり、消毒液であったり、そういったものがこちらの補

助金の対象となっております。  

 以上でございます。  

○中村委員   聞き間違っていて、個人のところにも聞いちゃったから、ごめんな

さい。分かりました。保育園に対する機器というか、消毒液に対する助成金やった

んですね。  

 それと、その下の１９節扶助費の保育所運営費と児童手当についての、これも内

訳、もし今分かれへんかったら後ででも結構ですので、内訳の一覧表を見せていた

だきたいと思いますので、ちょっと時間かかるんやったら、また後で結構です。  

○村田委員長   どうです、分かります。  

○山口福祉保健課長   こちら、保育所に係る運営費と言われる扶助費になるんで

すけれども、対象児童としましては３６１名でした。国、県、市保護者負担金、保

育料、それの内訳につきまして御説明いたします。  

 国につきましては２億１ ,４９８万９ ,９５２円、県の負担としましては９ ,２１

３万８ ,９７３円、市の負担としましては１億５３２万１ ,７８５円、保護者の負担、

いわゆる保育料ですけれども３ ,１５４万４ ,６７０円でございます。  

○中村委員   また後で、認定こども園とか保育園の人数によってもあれが変わる

と思うんですけれども、それの一覧を見せていただきたいので、また後で結構です

ので、また教えてください。  

○山口福祉保健課長   昨年度は認定こども園がまだ設立してございませんで保育

園になりますけれども、各園の内訳については、また改めて資料のほうを提出させ

ていただきたいと思います。  

○村田委員長   他にございませんか。  

○南委員   コロナ関連なんですけど、主要施策の成果及び実績報告書の４３ペー
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ジなんですけれども、感染症予防対策事業ということで、詳しくこれを説明しても

らえんかいね。  

○山口福祉保健課長   こちらにつきましては、担当主幹のほうから御説明させて

いただきます。  

○東福祉保健課主幹兼係長   それでは、４３ページ、新型コロナウイルス感染症

に係る実績について御説明いたします。  

 資料、御覧ください。  

 内容と目的といたしましては、コロナワクチン接種によります新型コロナウイル

ス感染症の発症及び重症化予防、２番目に市有施設等への手指消毒液及びマスク設

置等による感染予防、３番目に個別相談、訪問等による新型コロナウイルス感染症

の影響による心身の不調等への支援となっております。  

 事業の成果といたしましては、まず、新型コロナウイルスワクチンにつきまして

は、国の方針及びワクチンの配分量、入荷時期に応じまして、集団接種、高齢者施

設の巡回接種、医療機関による個別接種にて、紀北医師会、紀北薬剤師会等に御協

力いただき実施をいたしました。  

 ①の集団接種といたしましては、１回目、２回目の初回接種は５月２７日から９

月１９日まで３４日間、３回目接種、追加接種につきましては、１月２３日から３

月２０日まで１４日間、２番目の高齢者施設等につきましては、初回接種は５月７

日から７月９日まで、３回目接種は１月１７日から２月１０日まで、それから、医

療機関におきましての個別接種につきましては、７月１４日から初回接種を市内１

４医療機関にて開始しております。合計３万８ ,０００回の実施をしております。  

 初回接種におきましては、国からの入荷の遅れ等によりスタートが混乱を招いた

こともありましたが、おおむね国の方針であります７月末までに６５歳以上の方の

接種を完了するということで実施ができております。  

 また、６４歳以下の方につきましても、ワクチンの入荷時期及び量に応じまして、

初回接種は７月中旬より、基礎疾患を有する方から順次開始しておりまして、個別

接種、集団接種にて、おおむね９月に完了しております。  

 ３回接種につきましては、接種間隔に基づきまして実施しておりまして、３月末

の時点で高齢者はおおむね完了しておりまして、１８歳以上の全体の接種率は５

６％となっております。  

 相談窓口につきましては、職員で対応しておりまして、高齢者の方が例えば介護

事業所等の送迎サービスを利用されたいという場合は、御希望に合わせて直接、介
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護事業所等と連携して予約調整をするなど、個別の対応に努めさせていただいてお

ります。  

 感染対策につきましては、新型コロナウイルス感染症が確認された以降、令和２

年度から開始しておりますが、公共施設への手指消毒及びマスクの市有施設への設

置を継続しております。  

 ３番目の相談支援につきましては、子育て相談、健康相談、それから、随時の電

話相談につきまして個別に周知をしておりまして、相談の延べ件数は２２件であり

ましたが、コロナウイルス感染症拡大との関連性が明確な相談事例はありませんで

した。  

 以上で説明を終わります。  

○南委員   本当に医療関係者の皆さんも大変だったと思うんですけれども、そこ

で、５６％ですか、３回目接種が。これが三重県下の平均でいったらどれぐらいほ

どに当たるんですか、５６％は。  

○東福祉保健課主幹兼係長   ３月末の時点では、ほぼ県下、県平均よりは少し早

めに進んでいたと思います。現時点では７０％以上、８０％近くになっております

ので、県平均よりは高いレベルで進んでおります。  

○南委員   僕も集団接種で文化会館のほうで４回、ワクチンを打っていただいた

んですけれども、２１５ページ、文化会館使用料と各会場の冷暖房使用料の内訳、

できたら説明をしていただきたいんですけど。  

○山口福祉保健課長   文化会館使用料につきましては、２８回分で４５７万４ ,２

００円となっております。また、冷暖房機器借上料につきましては、文化会館は冷

暖房込みの使用料となっておりますので、それ以外の輪内中学校、元九鬼中学校、

須賀利小学校の１９回分がこの金額になることになります。  

 以上です。  

○南委員   分かりました。  

○村田委員長   他にございませんか。  

○中里委員   ２０３ページなんですけれども、１８節負担金で、救護施設委託事

業事務費なんですけど、救護施設、これって何でしょうか、教えていただけますか。  

○福山福祉保健課主幹兼係長   社会福祉施設には、高齢者施設ですとか障がい者

施設とか、目的に合わせて利用されると思うんですけれども、救護施設というのは、

高齢者でもなく、障がいでもないどこにも行くところがない方が収容される施設と

いうところでございます。県内では２か所ほどございます。  
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○中里委員   ちなみにそれはどこにあるんですか。  

○福山福祉保健課主幹兼係長   菰野町に一つと津市に１か所でございます。  

○中里委員   分かりました。  

 次に、１７１ページの１８節の補助金、民生委員・児童委員協議会補助金の内訳

を教えていただけますか。  

○山口福祉保健課長   民生委員・児童委員となっていますけれども、これは兼ね

てやってもらっていますので、民生委員・児童委員という委員さんになりますので、

民生委員に対してどれだけ、児童委員に対してどれだけというものではございませ

ん。  

○中里委員   この協議会の会議に出している補助金ということですか。  

○山口福祉保健課長   そのとおりでございます。  

○村田委員長   他にございませんか。  

○仲委員   決算書１８５ページ、委託料のうち、生活支援体制整備事業委託料１ ,

０４４万３ ,３１８円と主要施策の成果実績報告書の３６ページ、実績報告では、

生活支援体制整備事業の中に買物支援実証実験と、これが３回実施されているんで

すけど、実証実験の内容とその結果を、どういうふうに結果が出たか、お願いしま

す。  

○山口福祉保健課長   昨年度は、実証実験という形で買物支援を社会福祉協議会

と連携してやっております。３回やっている地区につきましては、梶賀地区と曽根

地区でございます。参加者延べ人数は主要施策に書かれているように、延べで２６

名で、参加ボランティアということで、買物に付き添う方、そういった方、車内で

様子を見ていただく方ということで１人ついていただいております。この買物支援

事業につきましては、今年度、昨年度の実証実験から本格稼働ということで、今、

梶賀、曽根地区を実施しております。住民との聞き取りの中で、月１回程度で、こ

ちらの大きな商業施設のほうに来ていただいて、買物していただくということなん

ですけれども、やはりいろいろ聞き取りをさせていただいておると、自分で選んで

買物したいという方が中には見えて、地区に来ていただく移動販売等もあるんです

けれども、なかなかそちらでは手に入らないものもあるということで、こういった

買物支援をやっていただくと大変ありがたいというお声も聞いております。  

 今年度につきましては、本格実施を先ほどの２地区でやっておるんですけれども、

あと、古江地区でもそういった要望等もございますので、そちらの地区と協議して、

実証実験を今年度やっていきたいと考えております。  
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 以上でございます。  

○仲委員   実態、内容は分かったんですけど、全体の計画と、例えばその結果に

よって、今後の方向性とか、これ、報告書は出ていますか。  

○山口福祉保健課長   各地区、地区ごとによっていろんな事情がございます。商

店のある地区もございますし、そことのすみ分けも当然必要になってきますので、

急がず、各地区と協議の上、今年度は古江を実際やっていくと。さらに地区と話し

ながら必要な地区というか、要望のある地区を拡大していくという方向性では協議

しております。  

○仲委員   委託事業といいながらでも、補助金では実績報告書というのがあるん

ですけど、こういう事業に向けた委託については、報告書が正式にあるべきだと思

うんですわ。今後、そういうのがないというのであれば、整備をきちっとしていた

だきたいと。  

 それから、もう一点は、梶賀、曽根で実施をしたと。古江もやっていくというこ

とですけど、本格稼働という意味は、その方向性を見いだした上で本格稼働という

言葉は出てくるんですけど、担当課としては、本格稼働していくという方向で考え

ているんですか。  

○山口福祉保健課長   仲委員、最初の御質問でございますけれども、報告書は補

助している以上、当然ありますので、しっかり我々もチェックしながら、一緒に進

めております。実証実験という形で、地区の方の要望に添ってやってはおるんです

けれども、やるごとにこの回数でいいのかとか、場所はどうなのかとか、ボランテ

ィアの数は少なくないのかとか、その辺を協議しながら進めておるので、実証実験

という形の名前にはなっていますけれども、方向性としては本格実施していく形で、

次の段階へまたステップアップしていきたいと考えています。  

○仲委員   本格稼働ということになると、例えば来ている人はボランティア、こ

れは無償では多分無理やと思うんですわ、有償ボランティア。それから、移動手段

には、買物支援ですから、車両が要ると思うんですね。その方向性も考えた方向と

いうのがあるということでいいんですね。今現在、その車両はどういう車両を使っ

ていますか。  

○山口福祉保健課長   今、社会福祉協議会のバスを使ってやっております。ボラ

ンティアの謝礼等についてなんですけれども、ここはまだ謝礼を払う形には今、原

状はなっていないですけれども、そこも含めて、今後、大きく展開を図るためには、

そういったことも必要になってくるとは思いますので、そこはいろいろ協議して進
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めていきたいと考えています。  

○仲委員   いろいろな考え方が買物支援にはあると思うんですわ。私も持論を持

っていますけど、やはり本格稼働には、各地区が物すごく対象者が増えてくるとい

う中では、慎重に議論を進めていただきたいと、このように思っています。  

 以上です。  

○山口福祉保健課長   仲委員言われるように、地区地区によって事情が異なった

りしますので、地区の御意見を一番に聞きながら、しっかり進めていきたいと考え

ております。  

○中村委員   これは、地域支援員とはまた別個の事業ですか。  

○山口福祉保健課長   地域支援員とはまた別になります。  

○村田委員長   他にございませんか。  

 議長、ございませんか。  

○濵中副委員長   予算書の１８５ページをお願いします。  

 委託料です。その中の一般介護予防事業委託料のうち、主要施策のほうの説明を

見ますと、不用額が介護予防教室のコロナによる縮小ということで説明がされてお

りますが、これは回数を減らしたんでしょうか、それとも１回当たりの人数を減ら

したのか、その辺り。  

○山口福祉保健課長   回数のほうを制限させていただきました。  

○濵中副委員長   実は、この委託料の不用額に関しましては、ここ数年、任意事

業委託の辺りで不用額がすごく多いことを尾鷲市の場合はかなり課題やなというこ

とで上がっておったと思うんですね。今年がどういう動きをしているのか、ちょっ

とまだ確認ができておりませんけれども、特にコロナになってからは、外出の回数

が減ることによって、高齢者の方の介護予防の質も落ちてきているという心配を聞

いております。ウィズコロナの中では、回数を増やして、人数を減らしてでもとい

う、そういった流れも聞くんですけれども、今年の傾向がどうであるのかという辺

りと、予防を委託される方が少ないのであれば、それはそれで問題別のものかもし

れませんけれども、委託先があるんであれば、回数を増やして、人数を減らして、

コロナ予防もできるのかなと思うので、その辺り、高齢者の出かけるというか、体

を動かす、予防するという対応に関して、コロナだから簡単に数を減らすという方

向ではないのではないのかなという気がするんですけれども、そういった辺り、ど

ういう傾向になっていますか。  

○山口福祉保健課長   今年度につきましても、５月、６月では、かなりコロナの
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陽性者が出まして、介護予防教室を中止したケースが何回かございました。ようや

く落ち着きを見せてきて、例年どおりというか、コロナ禍前のような状況で、今、

実施はしております。委員言われるように、コロナ禍であるからこそのやり方とか

手法というのがあると思いますので、そこは委託事業者とも十分協議しながら進め

ていきたいと思います。  

○濵中副委員長   ありがとうございます。結構です。  

○村田委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、福祉保健課の審査を終わります。  

 ここで１０分間、休憩します。  

（休憩  午後  ２時００分）  

 

（再開  午後  ２時１５分）  

○村田委員長   それでは、再開いたします。  

 次に、環境課の審査に入りたいと思います。  

 決算の予算の中で、環境課に係る説明をしていただきたいと思います。  

○吉沢環境課長   環境課です。よろしくお願いします。  

 議案第５１号、令和３年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について、環境課

所管の決算について決算書等に基づき御説明をいたします。  

 歳出決算の説明の前に、本課の不納欠損について御説明をいたします。  

 決算書４０、４１ページのほうを御覧ください。  

 １３款使用料及び手数料、２項手数料、２目衛生手数料、２節し尿処理手数料３

万１ ,１００円の不納欠損を行いました。  

 こちらの科目は、し尿汲み取りに係る手数料で、所在不明、死亡等の徴収不能案

件で、非強制徴収公債権の時効期間５年を経過したところから、６件、３万１ ,１

００円の不納欠損を行いました。  

 それでは、歳出決算の説明のほうをさせていただきます。  

 決算書２１８、２１９ページを御覧ください。  

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費、予算現額１億３ ,４６９万５ ,０００

円に対して、支出済額１億３ ,３８８万９ ,４４６円、不用額が８０万５ ,５５４円

であります。こちらの科目は環境課の総務的な経費であります。  

 内訳のほうを申し上げます。  
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 まず、１節の報酬から、次のページ、４節共済費までは、総務課より説明済みで

ありますので、割愛させていただきます。  

 これら人件費を除いた令和３年度の決算額は、前年度決算との比較ではほぼ横ば

いであります。  

 支出の内訳のほうは、備考欄に記載のとおり、環境課の事務所経費など経常的な

経費が主なもので、事業的なものは環境美化推進事業であります。  

 環境美化推進事業の内容につきましては、課長補佐から説明のほうをいたさせま

す。  

○民部環境課長補佐兼係長   それでは、説明させていただきます。  

 主要施策の成果及び実績報告書の４６ページを御覧ください。  

 環境美化の推進であります。  

 事業の目的、内容につきましては記載のとおりであります。  

 事業成果の欄を御覧ください。  

 事業成果としましては、違反ごみ、不法投棄の監視パトロールや指導を継続して

行い、投棄場所には監視カメラ、啓発看板を設置いたしました。また、広報紙やワ

ンセグにおきまして、ごみ出しルールの周知、啓発を行い、環境美化意識の向上を

図っております。  

 事業費につきましては６４万８ ,０００円で、前年度比約１０ .９％の減、財源内

訳は全て一般財源となっております。  

 説明は以上です。  

○吉沢環境課長   決算書、２２２、２２３ページを御覧ください。  

 続きまして、２目塵芥収集費であります。塵芥収集費、予算現額１億３ ,８３１

万５ ,０００円に対して、支出済額１億３ ,５３２万６ ,５５３円、不用額は２９８

万８ ,４４７円であります。  

 こちらの科目は、本市の可燃ごみ収集に係る経費が主なものであります。  

 決算額のほうは、前年度決算と比較して約４３万円の微増であります。不用額の

主なものは、１２節委託料２７４万５００円で入札差金によるものであります。  

 内訳につきましては、補佐及び係長のほうから説明をいたさせます。  

○民部環境課長補佐兼係長   説明させていただきます。  

 主要施策の成果及び実績報告書の４７ページを御覧ください。  

 塵芥収集の推進でありますが、事業の目的、事業内容は記載のとおりであります。  

 事業成果の欄を御覧ください。  
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 事業成果としまして、可燃ごみ収集量が令和３年度は３ ,６５７ .７１トンとなり、

前年度の３ ,７４４ .１８トンに対しまして、８６ .４７トン減少し、削減率は約２ .

３％となっております。記載してはおりませんが、ごみ有料化制度開始前の平成２

４年度の５ ,４２２ .６６トンと比較しますと、約３２ .５％の削減率となっており

ます。  

 また、自分でごみを出すことが困難な方を対象としましたふれあい収集事業では、

２３ .１トン、これは４ ,２１９件分であります。の可燃ごみを収集したほか、リサ

イクル事業の一環としまして家具類２８点を収集しております。  

 事業費は５ ,１６６万５ ,０００円で、前年度比２３５万８ ,０００円の増、財源

内訳のその他特定財源２ ,２９８万９ ,０００円は、指定ごみ袋制度による塵芥収集

手数料であります。  

 説明は以上であります。  

○西環境課係長   続きまして、同じく主要施策の成果及び実績報告書の次ページ

の４８ページを御覧ください。  

 資源ごみ収集事業は事業の内容欄のとおり、資源ごみを速やかに収集し、適正に

再資源化することで循環型社会の構築を推進するものであります。  

 事業成果を御覧ください。  

 令和３年度の資源ごみ収集量は、新聞紙ほか２０品目で、合計８８８トンであり

ます。詳細内訳は記載のとおりであります。  

 事業費は８ ,３６６万２ ,０００円であり、財源内訳は、県支出金の電源立地地域

交付金５７４万６ ,０００円、残り一般財源７ ,７７１万６ ,０００円です。  

 事業費は前年比で１９２万３ ,０００円の減額となりました。  

 説明は以上です。  

○吉沢環境課長   決算書２２４、２２５ページのほうを御覧ください。  

 ３目塵芥処理施設費、予算現額２億４ ,８４０万３ ,０００円に対して、支出済額

は２億４ ,７２２万９ ,０３２円、不用額が１１７万３ ,９６８円であります。  

 こちらの科目はごみ処理施設、清掃工場に係る経費で、前年度決算と比較して約

１ ,０００万円、率にして４％ほど減額となりました。この減額の要因については、

清掃工場の工事請負費の減少等によるものであります。  

 内訳の説明の前に、不用額の多いものを説明いたします。  

 次のページを御覧ください。  

 １２節委託料の不用額７３万２ ,５９４円。主な理由は、資源物の処理量が見込
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みを下回ったことなどにより不用額となりました。  

 次に、決算書２２８、２２９ページのほうを御覧ください。  

 １８節の負担金を御覧ください。  

 令和３年４月１日に設立された一部事務組合東紀州環境施設組合への令和３年度

分の負担金２ ,４２８万７ ,０００円が皆増となっております。こちらの負担金以外

のこの科目の主な事業は２本あります。  

 それぞれ担当係長のほうから説明のほうをいたさせます。  

○西環境課係長   主要施策の成果及び実績報告書４９ページを御覧ください。  

 ごみ処理事業であります。事業の内容欄のとおり、清掃工場施設を適切に維持管

理するために、施設点検、ばい煙測定、ダイオキシン等の測定点検などの業務委託

を行っております。  

 事業成果は記載のとおりで、事業費は１億８ ,４０３万円、前年度と比較して３ ,

２２４万９ ,０００円の減額となりました。  

 財源の内訳は、その他特定財源で、清掃工場持込手数料１ ,５３６万６ ,０００円、

都市計画事業基金繰入金６ ,６８１万３ ,０００円で、一般財源は１億１８５万１ ,

０００円であります。  

 事業費の減額となった主な理由は工事費で、令和２年度は四つの工事で１億２ ,

５４０万円でしたが、昨年度の令和３年度では、主要施策の事業成果のとおり、二

つの工事で８ ,８４４円であったことで減額となりました。  

 続きまして、次ページ、５０ページを御覧ください。  

 資源ごみ処理事業であります。  

 事業目的は、清掃工場に収集及び持ち込まれる資源ごみを適正に再資源化の促進

を実施しております。  

 事業内容としまして、資源ごみを再資源化業者に適正に搬出処理を行うもので、

清掃工場のストックヤードにおいて清掃工場に持ち込まれた資源ごみから分別の細

分化作業にて有価物を抽出して、経費のかかる処分量を減らすように実施しており

ます。  

 事業成果といたしまして、資源物の処理量は８７６トンと昨年度より６４トン減

りました。資源物の８７６トンのうち４３２トンが有価引き取り、資源物売却収入

され、３４７万２ ,０００円の売却収入がありました。事業費は３ ,８７７万３ ,０

００円で、資源化物売上資料のほかは、一般財源であります。  

 説明は以上です。  
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○吉沢環境課長   次に、決算書２３０、２３１ページのほうを御覧ください。  

 ４目し尿処理費であります。予算現額１億８ ,８３４万９ ,０００円に対して、支

出済額１億８ ,８３０万４ ,６１２円、不用額４万４ ,３８８円であります。こちら

の科目は、し尿収集やし尿処理に係る経費で、前年度決算と比較して約２００万円、

率にして約１％ほど減少をしております。減少の主な要因は、需用費の減でありま

す。昨年度、令和２年度においては、公用車、バキューム車の事故により修繕費用

が突発的に増加しており、令和３年度はそういったことがなかったことから減少と

なっております。内訳の主なものは、クリーンセンターの維持管理経費であります。  

 説明のほうは、課長補佐のほうから説明をいたさせます。  

○民部環境課長補佐兼係長   説明させていただきます。  

 主要施策の成果及び実績報告書５１ページを御覧ください。  

 汚泥再生処理施設の維持管理でありますが、し尿・浄化槽汚泥の適正処理のため、

令和３０年度から６年間、クリーンセンターの包括複数年整備運営管理業務委託を

実施しております。  

 令和３年度の事業成果でありますが、クリーンセンターでの処理量は、し尿が３ ,

４８６キロリットル、浄化槽汚泥が１万１ ,０２３キロリットル、合計が１万４ ,５

０９キロリットルであります。  

 また、処理工程で発生します余剰汚泥を乾燥し、一部を再資源化肥料としまして

８ ,３４０キログラムを市民の方々に配布しております。  

 主な事業費の内訳は、クリーンセンターの運転保守管理包括業務委託料１億７ ,

８２０万円と、第三者による業務の履行状況の確認としてのモニタリング委託料が

４９５万円であります。総事業費は、令和３年度が１億８ ,３１５万円で、令和２

年度が１億８ ,３１５万８ ,０００円で、前年度比８ ,０００円の減額となっており

ます。これは、令和２年度に３年に１度の肥料登録に係る更新手数料があったため

であります。財源内訳、その他特定財源３ ,３７３万２ ,０００円は、し尿収集手数

料で、そのほか、一般財源であります。  

 説明は以上です。  

○吉沢環境課長   決算書２３０、２３１ページのほうを御覧ください。  

 次に、４款衛生費、３項環境衛生費、１目環境衛生総務費、予算現額５ ,５８６

万４ ,０００円に対して、支出済額５ ,５５５万４ ,０１１円、不用額３０万９ ,９８

９円であります。  

 こちらの科目は、環境衛生に係る総務的な経費であります。２節の給料から、次
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のページ、決算書２３２、２３３ページのほうを御覧ください。４節の共済費まで

は、総務課より説明済みでありますので、割愛させていただきます。  

 これらを除いた主な内訳としては、環境月間美化活動などに係る需用費が主なも

のであります。  

 次に、２目環境調査対策費につきましては、予算現額１ ,７８７万円に対して、

支出済額１ ,５１６万５ ,３４４円、不用額２７０万４ ,６５６円であります。  

 こちらの科目は、環境調査業務に係る経費や浄化槽普及促進に係る経費が主なも

ので、前年度決算と比較して約４８０万円の減少となっております。この減少の主

な要因は、浄化槽補助基数の減少によるものであります。  

 なお、不用額の主な理由のほうも同様であります。  

 内訳については、担当主幹のほうから説明のほうをいたさせます。  

○中川環境課主幹兼係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書の５２ペー

ジを御覧ください。  

 環境調査対策事業であります。  

 事業の内容及び成果としましては、公共用水域と一般大気環境の環境基準適合状

況を把握するための調査等を実施し、生活環境の把握、保全に努めました。また、

環境保全協定を締結している事業者に対しまして立入調査等を行い、協定値が遵守

されていることを確認しております。  

 事業費は３９９万４ ,０００円で、財源は全て一般財源となっております。  

 続きまして、次の５３ページを御覧ください。  

 浄化槽普及促進事業であります。  

 事業の内容につきましては、市内の住宅における汲み取り便槽や単独浄化槽から

の合併処理浄化槽への転換及び住宅新築時の合併処理浄化槽設置の促進を図ってお

ります。事業成果としましては、補助実績は５人槽が３０基と７人槽１基の計３１

基であります。その内訳としましては、新設が２３基、汲み取り便槽からの転換が

５基、単独浄化槽からの転換が３基となっております。  

 事業費につきましては、１ ,１１７万２ ,０００円で、財源内訳につきましては、

国庫支出金が２６７万２ ,０００円、県支出金が１１８万５ ,０００円、一般財源が

７３１万５ ,０００円となっております。  

 説明は以上です。  

○吉沢環境課長   決算書２３６、２３７ページのほうを御覧ください。  

 続きまして、６目廃棄物政策費、予算現額２７万８ ,０００円に対して、支出済
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額２万２ ,１２８円、不用額２５万５ ,８７２円であります。  

 この科目は廃棄物政策、環境保全対策などに係る経費で、前年度決算額と比較す

ると約２８万円減少となりました。  

 内訳のほうを申し上げます。次のページ、決算書２３８、２３９ページのほうを

御覧ください。  

 １８節負担金、補助及び交付金のほうを御覧ください。  

 こちらは、生ごみ処理機など、環境保全資材購入補助金については、補助申請が

なく、全額不用額となっております。  

 次に、令和３年度尾鷲市清掃事業の概要のほうを御覧ください。  

 こちらは、最新の本市の清掃事業の概要を取りまとめたものであります。目次の

ほうを御覧ください。  

 本市の清掃事業の基本的な内容、ごみ量などの経年変化などを取りまとめており

ます。こちらのほうは、後ほど御参照をお願いいたします。  

 以上が令和３年度の環境課の決算報告であります。御審議いただき、御認定賜り

ますようよろしくお願いいたします。  

○村田委員長   議案第５１号のうち、環境課に係る決算について説明をしていた

だきました。  

 これについて、御質疑ございますか。  

○西川委員   主要施策の４６ページ、事業成果って出ていますよね。いいですか。

違反ごみ、不法投棄の監視パトロールや指導及び監視カメラ、啓発看板の設置。や

っとカメラをつけてくれる気になったんですか。結果は、ここへ何件捕まりました

って出すのが結果じゃないんですか。  

○民部環境課長補佐兼係長   監視カメラにつきましては、自治会とかの要望があ

りまして、４か所、今年度、つけさせてもうています。つけたところなんですけど、

定期的にパトロールというか、どれだけあったかというのを回っておるんですけど、

つけたところに関しまして、ごみは全くない状態であります。  

 以上です。  

○西川委員   そうしたら、成果になっていないじゃないですか。放りそうなとこ

ろで何件、不法投棄を発見しましたというのが成果じゃないんですか。  

○吉沢環境課長   そういった面も確かに成果と言えると思うんですけど、私ども

のほうとしては１００％はできないんですけれども、極力、ごみとかを散乱しない

ようにということで、先ほど補佐のほうから申し上げたとおり、これまでもひどい
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ごみの置き方があった部分について、６月に４か所ほど、ごみの集積所にごみをま

た放っていく人がおりますもので、置かせていただきました。それによって、一定

の成果があるものと考えております。  

 以上です。  

○村田委員長   他にございませんか。  

○南委員   同じく主要施策の４７ページ、ごみの収集なんですけれども、平成２

５年度からごみ袋を有料化して８年、９年、経過する中で、ごみ袋の特定財源とし

て上がっておる２ ,２９８万９ ,０００円、ごみ袋の収入だと思うんですけれども、

以前から、スタートした時点で、できたらごみ袋で上がる収益については、市民的

に還元しようということで、そういったお話がされておって、今までの説明の中で、

コンポストの要望がゼロであったとかいう話を聞いたんですけれども、ほかにごみ

袋の還元方法というのは、課としては独自にはコンポスト以外には考えていないん

ですか。  

○吉沢環境課長   確かにごみ袋を導入した際に、審議会等々でも、なるだけ市民

還元するようにというお話がありました。それで、何か所か、紙ごみの収集場所、

輪内とかに管理をしてもらわなあかん部分があるんですけど、設置できる部分は一

旦設置、かなり前なんですけど、させていただいております。その後は、生ごみ処

理機でありますとか、コンポストでありますとか、そういった方面以外にも何かで

きる分があれば、当然、南委員のおっしゃるとおり、考えていかなければいけない

部分が検討課題としてあるのは十分認識しておりますが、今のところそういう形で

今動いておるということであります。  

○南委員   一度見れば分かると思うんですけれども、有料化になってから、目に

見えていないんですよね、ごみ袋の有料化を市民的に還元されているということが。

やはりごみステーションの設置なんか、各自治会がつけたり、今でもやっておると

思うんですけれども、そういった方面でも、ある程度は幾らか助成制度をつくって、

制度化していくのも一つの考え方じゃないかなと思うんですけれども、そういった

ことは全く考えていないんですか、ステーション的には。  

○吉沢環境課長   確かにメリットというんですか、負担をしていただいておると

ころに関して、何か目に見える成果ということで、ステーションというのは十分考

えられる部分で、それを管理責任等ともあるんですけど、それを自治会に用意して

もらうのには、補助とかという部分まで、私らもそこまで頭が回っておりませんで

したので、御意見は参考にさせていただいて、何とか勘案できるんであれば、今後
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の課題とさせていただきたいと考えております。  

 以上です。  

○南委員   最後で、有料化してからかなりの経過がたって、やはり目に見える形

のものを考えていただきたいと強く要望をしておきますので、お願いします。  

○中村委員   施策の実績の４６ページの監視カメラなんですけれども、去年、３

台入れていただいたと、今おっしゃっていただいたんですけれども、今年度は何台

入れられましたか。  

○民部環境課長補佐兼係長   本年度、４台入れております。  

○中村委員   今年は４台、去年３台。  

○民部環境課長補佐兼係長   はい。  

○中村委員   ありがとうございます。  

○村田委員長   他にございませんか。  

○仲委員   決算書２２３ページ、塵芥収集費で、実績報告書が４７ページのふれ

あい収集事業についてお尋ねしたいんですけど、対象となる世帯は６５歳以上で、

介護保険の要介護認定を受けている独り暮らしの世帯、もう一つは、身体障がい者

手帳を持つ独り暮らしの世帯ということで、この方たちがふれあい収集の対象者と

いうことで理解しておるんですけど、成果では２ ,５４２件、周辺地区では１ ,６７

７件となっているんですけど、対象者の動向をお聞きしたんですけど、世帯数では

報告できますか。  

○民部環境課長補佐兼係長   ふれあい収集の対象の世帯なんですけど、令和４年

度、今の９月時点で８６件であります。これ、認定を外れたり、認定を新たに受け

た人で上下があるんですけど、今把握しているのが８６名であります。  

○仲委員   高齢の方で要介護が増えてきたり、独り暮らしがまだまだ増えてくる

ように思うんですけど、このふれあい収集がさらに増加するようなことになるんで

はないかと思うんだけど、ここらの対応というのは、今のところ十分やっていける

ということでよろしいですか。  

○吉沢環境課長   今現在の体制では、会計年度任用職員２名を主にふれあい収集

のほうに回っていただいておる中で、今のところは若干余裕がある部分で、仲委員

が心配されておるとおり、当然団塊の世代の方が年齢層が多い方が、例えばごみを

出せんような状態で、また、施設にも入らんような状態やと、当然この件数という

のは物すごい増えるので、僕らも危惧しておるところなんですけど、ここ数年の傾

向を見ると、微増みたいな形で、いつかは十分数字を勘案しながら、体制のほうは
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見直しなり何なりというのは当然考えていかないかん部分やとは理解しております。  

 以上です。  

○仲委員   ふれあい収集では、一般の家庭のごみということで理解されておるよ

うに思うんですけど、そのほかには、例えばリサイクル家具等の収集というのもご

ざいますね。リサイクルができるものについては、職員が打合せをして、訪問する

ということなんですけど、例えばふれあい収集のほうで、家庭の一般ごみプラス、

ちょっと壊れた家具等については対象になるんですか。もし答えられたらお答えく

ださい。  

○吉沢環境課長   主要施策の実績報告の４７ページに書いてあるリサイクル事業

の一環として、家具等のリユース２８点ということで、これについては、一定のも

のであれば、ふれあい収集の対象の方がこんなのもどうやということを言っていた

だければ、当然回収なり何なりということは限定された話ではありません。対応の

ほうはしております。  

○仲委員   分かりました。  

○村田委員長   他にございませんか。  

○濵中副委員長   もし聞き漏らしておったら失礼なんですけれども、同じ４７ペ

ージの実績報告の中に、全体の量の減量のほうは報告いただいたんですけれども、

１人当たりの量というのは、比較は出ておりますか。  

○吉沢環境課長   本日、データで配付させていただいた清掃事業の概要の２３ペ

ージと２４ページのほうに、廃棄物のごみのフロー図と、それから、流れというこ

とで、２４ページのほうにごみ排出量の推移ということで、１人当たりの廃棄物と

全体の部分の量の推移を２段書きで計上させてもらっています。この上段の部分は、

収集のほうの集計なんです。可燃の収集と資源の収集がありますので、収集された

ごみ量を１０月１日現在の住民基本台帳の人口が割った１人当たりを出していただ

いておりまして、収集のほうについては、記載のとおり、平成２５年度から７４０、

７４７、令和３年度は７５０グラムということに、一日１人当たり何グラムという

ことで、ちょっと増えておるような形になっております。内訳のほうは、可燃の収

集量のとおり、可燃についてはだんだん下がっておる部分があるのはあるんですけ

ど、１人当たりも一旦この表にはないんですけど、有料化のとき、１人当たりの可

燃の収集量が７２８グラムやったのが、２５年のごみ有料化によって、５９２にが

くっと落ちたんですけど、その後は増えたり減ったり、減ったり増えたりという形

で、現在６０４ということで。  
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 それで、下のほうなんですけど、下のほうは事業系の一般廃棄物の処理、個人の

事業者の責任でやってもらっていますので、それらの持込みを直接した、こちらの

ほうが一般的に県内比較でもあるような全体のごみの単純に人で割ったという形で、

２９年度、１ ,０１９トンから、令和３年度は１ ,０６２トンということで、増えた

り減ったりという状況が続いているのが今実情であります。  

 以上です。  

○濵中副委員長   この数字の増減を見たときに、先ほどこの表にない部分の説明

をいただいたら、本当に５００グラムに減ったときというのは、その以前にキャン

ペーンをやったりとか、婦人会の方たちに御努力いただいて、いろんな啓発があっ

た時期と重なるように思うんですね。やはりそういった行政側からの働きかけって、

おろそかにできんなという気が当時したのを覚えております。最近、そういった減

量方法に対するキャンペーンであるとか、啓発というのが、ちょっと少ないかなと

いう気がしております。当時、ワンセグなんかでも皆さんにお願いするような放送

が結構回数を重ねたりという時期があったように思うので、減量が大事、あと、削

減方法であるとか、不法投棄に対する、そういったカメラありますよとか、そうい

ったこともきっと抑止力になると思うので、ぜひ、先ほど南委員が言われたように、

市民の目に映る、目に見えて分かる方法というのを御努力をお願いできたらなと思

います。今年度はまだ、そういうキャンペーンは見ていないんですけれども、来年

度の当初に向けての計画の中に入れていただきたいと思うんですけれども、いかが

でしょうか。  

○吉沢環境課長   ごみの減量化というのは当然課題となるところで、国のほうも

ごみ減量で、それから、当市のゼロカーボンシティとかもありますので、当然市民

全体で減量化のほうは考えていかなあかんのは、ずっと課題やと思います。その中

で、委員おっしゃるとおり、一時はいろいろ啓発やら何やらキャンペーンとかを行

った中で、私どもはなるだけ分かりよい話で、面白い話が聞けるような方が三重県

の環境部さんにも、そういった形で分かりやすい話とか、面白いおかしいといった

らおかしいんですけど、そういう話ができる方を紹介していただいて、それやとお

金も要りませんもので、来年度、またコロナとかが収まったら、何らかのキャンペ

ーンは、今、計画はしておることはしておるということで御理解のほうをお願いし

たいと思います。十分考えていかなあかん課題だと考えております。  

○中村委員   このごみの推移を見て、今思ったんですけれども、事業系と家庭系

を合わせたごみの量って、平成２９年も１人当たりに換算すると１ ,０００グラム
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で、令和３年も１ ,０００グラムでほとんど変わっていなということですよね。  

○吉沢環境課長   もう一度お願い。  

○中村委員   １人当たりの廃棄物の総量、収集直接運搬というところの上から二

つ目、ごみの一日当たりの排出量、グラムと書いてあるんですけれども、これが、

要するに家庭系のごみと事業系のごみ、一日に１人当たりに換算したごみ量ですよ

ね。これによると、家庭ごみは平成２９年に５９２グラムまで減っているんですけ

れども、総量で見た場合に、そのときも１ ,０１９グラムで、今年もというのか、

令和３年度も家庭から出るごみは６０４グラムやけど、１人当たりに直すと１ ,０

６２グラムを燃やしているということで、結局、ごみの総量としてはほとんど変わ

っていないということですよね。  

○吉沢環境課長   一つ補足といいますか、この下の表のお話なんですけど、この

ごみの回収量ですもので、令和３年度でいいますと６ ,４３７トンというんですけ

ど、これは全部を燃やすわけではないんです。これを２３ページの表の総ごみ量と

いうところが６ ,４３７トンということで、この中でいろいろ振り分けて、再資源

化したり焼却したりするもので、焼却量としては、令和３年度は５ ,４２４トンと

いうことであります。あと、ごみの年間排出量は、二つ目の表の一番上、年間排出

量ということで、平成２９年は６ ,８５９トンやったのが、令和３年度は６ ,４３７

トンということで、数字としては落ちてきておるということで、あと、家庭系も記

載のとおり、こういうボリュームの中で、全体量としては、事業系のごみも家庭系

の一般廃棄物のほうも、全体としては、２９年と対比すると減っておるという理解

でお願いしたいですけれども。  

○中村委員   それはもちろんごみ量は減ると思うんですよ、人口が非常に減って

いるわけだから。１人当たりにしても、それぐらい減っているわけですか。  

○吉沢環境課長   この下の表が、事業系も含まれたような表です。内訳の欄にあ

りますとおり、家庭系と事業系のそれぞれ収集量を足しておりますもので、何とい

いますか、単純に割ると１ ,０９９トンが令和３年度でいいますと、１ ,０６２とい

うことで、１人当たり、単純に割ってしまうと、２９年と比較したら増えておると

いう形になりますということであります。  

○村田委員長   お分かりになりましたですか。  

○中村委員   はい。  

○村田委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○南委員   ないようでありますので、環境課に係る審査を終わります。  

 本日はこれにて閉会をいたします。  

（午後  ２時５２分  閉会）  

 


